
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
前
期
（
一
八
七
〇
⊥
九
一
四
年
）
に
お
け
る

下
院
議
員
の
選
出
過
程

フランス第三共和政前期（1870－1914年）における下院議員の選出過程（谷口）

一
選
挙
か
ら
見
た
「
議
会
共
和
政
」

谷

口

良

生

門
要
約
】
　
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
は
、
時
に
「
議
会
共
和
政
」
と
称
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
「
議
会
共
和
政
」
に
お
け
る
議
員
の
政
治
文
化
の
理
解
と
い
う

問
題
関
心
か
ら
、
未
だ
研
究
の
乏
し
い
選
挙
の
実
践
を
切
り
口
に
し
て
、
第
三
共
和
政
前
期
（
一
八
七
〇
…
一
九
一
四
年
）
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
本
稿
で
の
考
察
の
結
果
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お
け
る
諸
主
体
の
集
団
的
行
動
様
式
が
提
示
さ
れ
る
。
特
に
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お
け
る

地
方
議
員
の
積
極
的
関
与
が
強
調
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
従
来
の
議
員
史
研
究
が
対
象
と
す
る
、
個
別
の
議
員
職
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
る
必
要
性
が
主
張

さ
れ
る
。
最
終
的
に
本
稿
で
は
、
個
別
の
議
員
職
を
越
え
る
、
「
選
出
職
」
と
い
う
新
た
な
研
究
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
各
議
員
職
を
包
括
す

る
、
「
議
会
共
和
政
」
に
お
け
る
政
治
文
化
を
理
解
す
る
視
座
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
胴
巻
三
号
　
二
〇
一
三
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

フ
ラ
ン
ス
近
代
史
は
頻
繁
な
政
体
交
替
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
な
か
で
も
最
長
の
期
間
を
誇
っ
た
第
三
共
和
政
（
一
八
七
〇
一
～
九
四
〇

年
）
は
、
時
に
「
議
会
共
和
政
譲
窟
霞
ρ
乱
雲
桟
δ
芸
裏
蜜
圃
冨
」
と
呼
称
さ
れ
、
そ
の
議
会
主
義
的
な
特
微
の
成
立
事
情
は
、
ふ
つ
う
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。
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一
八
七
五
年
に
劇
定
さ
れ
た
「
第
三
共
和
政
憲
法
」
（
「
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
法
」
（
～
八
七
五
年
二
月
二
五
日
）
、
「
上
院
の
組
織
に
関
す
る
法
扁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
同
年
二
月
二
四
臓
）
、
「
諸
公
権
力
の
関
係
に
関
す
る
憲
法
的
法
律
」
（
同
年
七
月
一
六
日
）
の
総
称
）
に
よ
っ
て
、
第
三
共
和
政
は
立
法
機
関
の
下
院

（
代
議
院
）
お
よ
び
上
院
（
元
老
院
）
、
そ
し
て
執
行
機
関
の
大
統
領
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
憲
法
制
定
後
に
行
わ
れ
た
下
院
議
員
総
選
挙

（一

ｪ
七
六
年
）
の
結
果
、
下
院
は
共
和
派
多
数
の
議
会
構
成
と
な
り
、
時
の
大
統
領
で
あ
る
正
統
王
朝
派
の
マ
ク
マ
オ
ン
は
下
院
の
解
散
を

決
定
す
る
。
し
か
し
、
解
散
後
の
下
院
議
員
総
選
挙
（
～
八
七
七
年
）
お
よ
び
上
院
議
員
改
選
（
一
八
七
九
年
）
の
結
果
、
両
議
院
に
お
い
て
共

和
派
が
多
数
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
両
議
院
で
の
共
和
派
多
数
と
い
う
状
況
を
前
に
、
マ
ク
マ
オ
ン
は
大
統
領
職
を
辞
し
、
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス

ト
の
ジ
ュ
ー
ル
・
グ
レ
ヴ
ィ
が
そ
の
後
任
と
な
っ
た
。
彼
は
大
統
領
就
任
直
後
の
～
八
七
九
年
二
月
六
日
に
、
「
グ
レ
ヴ
ィ
憲
法
」
と
称
さ
れ

る
大
統
領
教
書
に
お
い
て
、
大
統
領
に
よ
る
下
院
解
散
権
行
使
の
放
棄
を
宣
思
し
た
。
実
際
、
以
後
一
九
四
〇
年
ま
で
続
く
第
三
共
和
政
の
歴

史
に
お
い
て
、
大
統
領
の
解
散
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
第
三
共
和
政
の
通
史
は
、
「
議
会
共
和
政
」
が
確
立

　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
と
語
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
成
立
背
景
を
も
つ
「
議
会
共
和
政
」
は
、
執
行
権
力
に
対
す
る
立
法
権
力
の
優
越
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
第
三
共
和
政
に
お
い

て
、
政
治
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
代
議
制
が
定
着
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
蒔
に
そ
の
担
い
手
で
あ
る
議
員
の
政
治
文
化
も
ま
た
問
題
と
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
背
景
に
、
「
議
会
共
和
政
」
を
議
貫
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、

こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
選
挙
の
役
割
を
重
視
し
た
い
。
議
員
を
そ
れ
な
ら
し
め
る
選
挙
の
役
割
は
重
要
で
、
「
議
会
共
和
政
」
を
支
え
て
い
た

の
は
選
挙
の
実
践
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
も
、
第
三
共
和
政
は
普
通
選
挙
の
実
践
を
定
着
さ
せ
た
政
体
で
あ
る
と
さ
れ
て

　
③い

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
い
ま
だ
研
究
の
乏
し
い
選
挙
の
実
践
を
切
り
口
に
し
て
、
「
議
会
共
和
政
」
に
お
け
る
選
挙
の
あ
り
方
を
提
示
し

た
う
え
で
、
そ
れ
を
介
し
て
、
「
議
会
共
和
政
」
を
議
員
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
る
視
座
を
示
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
の
選
挙
研
究

で
知
ら
れ
る
レ
ー
モ
ン
・
ユ
ア
ー
ル
は
「
議
会
共
和
政
」
の
特
徴
を
、
執
行
権
力
に
対
す
る
立
法
権
力
、
特
に
「
下
院
の
優
越
」
で
あ
る
と
し
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④

て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
い
、
本
稿
で
は
、
「
議
会
共
和
政
」
の
主
た
る
構
成
員
で
あ
る
下
院
議
員
の
選
挙
を
検
討
対
象
と
す
る
。

　
以
上
が
本
稿
の
前
提
と
な
る
問
題
関
心
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
に
お
け
る
選
挙
研
究
を
整
理
し
て
、
研
究
史
上
の
問
題

点
を
指
摘
し
、
本
稿
の
具
体
的
な
考
察
課
題
を
提
示
す
る
。

　
①
本
稿
で
は
、
法
令
の
条
文
に
関
し
て
、
以
下
の
史
料
に
拠
っ
て
い
る
。
　
　
閃
Φ
善
冨
（
＆
5
）
．
b
ミ
㌧
ミ
楠
～
ミ
蓋
§
§
ミ
．
℃
冨
ω
ω
①
。
・
二
巴
＜
Φ
邑
§
冨
ω
総

　
　
b
σ
N
ミ
偽
§
譜
恥
§
笥
§
、
貸
謁
轡
m
ミ
§
ミ
誉
鳶
ミ
暴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頃
「
p
。
g
①
’
℃
巴
。
。
、
卜
。
O
O
押
O
．
Φ
O
①
’

　
②
旨
畑
＞
N
Φ
窪
四
誓
言
ヨ
ぎ
葺
冒
ミ
．
沁
豊
ヘ
ミ
§
ミ
（
N
G
。
ミ
∴
℃
き
）
・
　

④
多
出
§
旦
簿
9
凄
§
譜
謹
N
§
ぎ
ミ
帖
こ
。
。
へ
。
。
山
導
9
＞
儒
ぴ
δ
罫

　
　
O
包
B
田
白
白
Φ
く
ざ
勺
黛
ゆ
託
。
。
」
㊤
刈
◎
覧
P
目
切
山
一
①
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
母
す
一
¢
漫
．
O
P
｝
鎗
－
這
b
。
．
な
お
、
以
下
で
は
当
該
書
を
出
惹
H
鼻
卜
鳴
9
§
ミ

　
③
累
力
。
⊆
ω
ω
Φ
幕
鉾
《
爵
。
冨
一
①
ヨ
Φ
附
9
昏
言
器
》
．
ユ
雲
ω
”
℃
．
℃
Φ
鼠
器
窪
簿
O
■
　
　
§
貯
回
護
職
と
略
す
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
に
お
け
る
選
挙
研
究
の
問
題
点
と
考
察
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
選
挙
の
学
術
的
研
究
は
、
第
三
共
和
政
期
に
端
を
発
す
る
。
そ
こ
で
は
、
選
挙
制
度
や
選
挙
立
法
、
選
挙
に
関
す
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

利
の
所
在
と
い
っ
た
、
法
制
度
的
な
も
の
を
中
心
に
据
え
る
法
制
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
政
治
史
と
の
関
連
で
、
選
挙
結
果
を
通
じ
て
そ
の
歴

史
的
意
味
を
探
究
す
る
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
後
者
は
選
挙
結
果
を
扱
う
手
法
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
ア
ン
ド

レ
・
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
は
フ
ラ
ン
ス
西
部
を
対
象
に
、
投
票
結
果
を
そ
の
地
域
の
社
会
構
成
や
経
済
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
す
る
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

地
理
学
α
Q
σ
o
讐
悪
臣
Φ
簿
。
8
巨
①
を
発
展
さ
せ
た
。
彼
を
師
に
仰
ぐ
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ゴ
ゲ
ル
は
、
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
の
季
・
法
を
選
挙
社
会
学
ω
o
♀

　
　
　
　
　
④

○
δ
⑳
δ
簿
。
8
逗
Φ
と
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
選
挙
地
理
学
を
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
と
は
異
な
る
形
で
発
展
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
結
果
を
地

図
上
で
色
分
け
し
、
世
論
の
動
向
を
地
理
的
に
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
社
会
構
成
や
経
済
構
造
と
の
連
関
は
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
の
、
選
挙
地
理
学
を
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
適
用
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
ら
の
影
響
の
も
と
、
選
挙
の
結
果
を
通
じ
て
、
票
の
動
き
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
政
治
的
な
諸
力
に
注
目
す
る
研
究
が
近
年
ま
で
続
け
ら
れ
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
長
き
に
渡
り
、
分
析
の
中
心
は
選
挙
結
果
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
選
挙
結
果
が
世
論
の
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反
映
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
議
会
の
構
成
に
与
え
る
そ
の
直
接
的
な
影
響
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
潮
流
で
あ
る
と
算
え
よ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
に
は
あ
る
問
題
が
付
随
し
て
い
た
。
そ
れ
は
選
挙
の
実
践
の
看
過
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
解
釈
に
主
眼
が
置
か
れ
る
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
そ
の
結
果
を
生
み
出
す
選
挙
の
過
程
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
扱
わ
れ
る
と
し
て
も
、
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
範
囲
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
結
果
を
前
提
と
し
た
叙
述
す
べ
き
実
践
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
し
か
し
、
近
年
で
は
社
会
史
の
興
隆
と
歩
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
選
挙
の
実
践
に
注
目
す
る
研
究
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
画
期
を
な
す
の
は
、
一
九
九
一
年
置
上
梓
さ
れ
た
ユ
ア
ー
ル
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
著
作
の
一
部
を
割
い
て
、
選
挙
の
実
践
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

目
を
配
り
、
有
益
な
知
見
を
学
界
に
も
た
ら
し
た
。
ユ
ア
ー
ル
の
研
究
以
外
に
も
、
一
八
八
一
年
の
下
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
白
票
や
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

票
の
意
味
を
検
討
し
た
イ
ヴ
・
デ
ロ
ワ
イ
エ
と
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
イ
ル
の
研
究
や
、
選
挙
人
カ
ー
ド
に
関
す
る
ミ
シ
ェ
ル
・
オ
フ
ェ
ル
レ
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
他
、
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
に
関
す
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
グ
レ
ヴ
ィ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
選
挙
活
動
に
つ
い
て
一
章
が
割
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ジ
ャ
ン
瞳
マ
リ
・
マ
イ
ユ
ー
ル
ら
の
手
に
な
る
第
三
共
和
政
の
国
会
議
員
に
関
す
る
研
究
論
文
集
に
お
い
て
も
、
選
挙
活
動
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ジ
ャ
ン
・
エ
ル
・
ガ
マ
ル
の
硬
究
動
向
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
他
方
、
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
研
究
の
特
徴
は
、
法
制
度
へ
の
注
視
に
あ
る
と
言
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
四
八
年
の
普
通
選
挙

導
入
以
降
、
多
く
の
選
挙
法
を
生
み
出
し
、
一
定
の
理
論
や
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
い
て
は
法
制
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が

研
究
の
主
流
を
な
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
潮
流
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
家
の
小
田
中
直
樹
の
手
に
な
る
一
連
の

研
究
は
、
選
挙
法
の
制
定
過
程
に
支
配
階
層
の
抱
く
政
治
・
社
会
秩
序
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
る
と
い
う
、
い
わ
ば
政
治
文
化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
り
、
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
日
本
の
研
究
潮
流
を
三
つ
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
法
制
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、

そ
し
て
社
会
史
・
政
治
文
化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
第
三
の
潮
流
に
位
置
す
る
選
挙
の
実
践
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
研
究
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
は
重
要
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
も
全
く
問
題
を
は
ら
ん
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
現
時
点
で
の
問
題
と
し
て
は
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以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
各
研
究
が
個
々
の
主
体
に
よ
る
個
別
的
な
実
践
を
取
り
上
げ
る
も
の
の
、
体
系
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る
と
は
書
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
が
個
別
的
に
対
象
と
し
て
い
る
個
々
の
主
体
の
実
践
は
、
現
実
の
選
挙
で
は
同
時
に

発
生
し
、
交
錯
す
る
。
ま
た
、
本
稿
の
関
心
に
近
い
ユ
ア
ー
ル
や
グ
レ
ヴ
ィ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
主
要
な
史
料
と
し
て
同
時
代
の
著
作
や
政

治
家
の
書
簡
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
断
片
的
な
情
報
を
与
え
る
も
の
の
、
か
え
っ
て
体
系
的
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
諸
実
践
を
体
系
立
て
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
選
挙
を
次
の
よ
う
に
捉
え
、
「
議
会
共
和
政
」
に
お
け
る
選
挙
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

選
挙
の
実
践
を
、
選
挙
に
お
い
て
各
主
体
（
本
稿
で
は
、
候
補
者
、
候
補
者
を
支
持
す
る
集
団
、
選
挙
入
が
主
と
し
て
想
定
さ
れ
る
）
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
、
一
つ
一
つ
の
個
別
的
な
慣
習
的
行
為
と
し
て
理
解
し
、
諸
主
体
に
よ
る
実
践
が
絡
み
合
う
場
と
し
て
選
挙
を
捉
え
る
。
そ
し
て
、
「
議

会
共
和
政
」
を
議
員
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
体
系
的
把
握
の
た
め
に
、
こ
れ
も
ま
た
断
片
的
ゆ
え
に
明

ら
か
と
さ
れ
て
い
な
い
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
軸
と
し
て
設
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
諸
主
体
の
実
践
の
交
錯
、
こ
こ

で
は
具
体
的
に
、
候
補
者
の
登
場
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
関
与
し
て
い
た
か
、
候
補
者
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
、
候
補
者
は
選
挙
活

動
、
特
に
選
挙
集
会
に
お
い
て
い
か
な
る
行
動
を
と
っ
た
か
、
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お
け
る

諸
主
体
の
集
団
的
行
動
様
式
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
「
議
会
共
和
政
」
を
議
員
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
る
視
座
を
示
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
踏
ま
え
て
こ
そ
、
本
稿
の
前
提
の
問
題
関
心
で
あ
る
、
「
議
会
共
和
政
」
に
お
け
る
議
員
の
政
治
文
化
を
検
討
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
は
、
第
三
共
和
政
前
期
（
一
八
七
〇
一
～
九
一
四
年
）
、
と
り
わ
け
、
一
八
八
○
年
代
の
下
院
議
員
選
挙
に
つ
い
て
考
察
を
進

め
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
形
態
ヨ
。
α
①
α
Φ
ω
臼
9
ぎ
の
変

化
で
あ
る
。
第
三
共
和
政
前
期
に
は
、
単
記
式
投
票
制
の
。
虫
け
ぎ
塞
ぎ
ヨ
ぎ
巴
と
名
簿
式
投
票
制
ω
臼
三
ぢ
α
Φ
諫
臣
と
い
う
二
つ
の
投
票
形
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
た
が
っ
て
、
下
院
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
、
投
票
形
態
に
関
す
る
個
別
硬
究
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
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そ
こ
に
お
け
る
選
挙
の
実
践
の
あ
り
方
も
ま
た
詳
ら
か
で
な
い
。
両
投
票
形
態
の
中
心
的
な
差
異

遷顕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
選
挙
人
の
投
票
の
仕
方
に
存
す
る
た
め
、
結
果
を
重
視
す
る
研
究
潮

畑歴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
に
お
い
て
は
、
議
論
の
狙
上
に
の
ら
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、

動灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
投
票
形
態
の
違
い
は
、
投
票
そ
の
時
の
み
な
ら
ず
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お
け
る
選
挙
の
実

価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
践
に
も
看
過
で
き
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
投
票
形
態
は
区
別
の
・
？
え
、
検

概
　
　
　
　
　
討
持
さ
れ
・
べ
き
で
あ
究

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
で
は
、
ま
ず
、
下
院
議
員
選
挙
の
投
票
形
態
の
歴
史
的
変
遷
（
表
参
照
）
も
合
わ
せ
、
第

選號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
共
和
政
の
政
治
史
に
お
け
る
一
八
八
○
年
代
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

励
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
前
戦
争
敗
北
後
の
一
八
七
一
年
に
行
わ
れ
た
憲
法
制
定
国
民
議
会
議
員
選
挙
は
、
第
二
共
和

渕政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
で
用
い
ら
れ
た
名
簿
式
投
票
制
に
し
た
が
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
選
挙
に
お
い
て

脚鱒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
普
仏
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
、
和
平
か
徹
底
抗
戦
か
が
争
点
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
和
平
を
掲
げ

第　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
王
党
派
が
国
民
議
会
で
多
数
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
上
述
の
通
り
下
院
の

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
置
を
規
定
し
た
「
第
三
共
和
政
憲
法
」
は
、
し
ば
し
王
党
派
と
共
和
派
の
「
妥
協
の
産
物
」
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
一
八
七
五
年
一
一
月
三
〇
日
に
制
定
さ
れ
た
「
下
院
議
員
選
挙
法
」
で
は
、
第
二
帝
政
で
用
い
ら
れ
た
単
記
式

投
票
制
が
採
用
さ
れ
た
。
以
降
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
～
八
七
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
、
共
和
派
が
上
下
院
お
よ
び
大
統
領
と
い
う

全
実
権
を
握
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
八
○
年
代
は
研
究
史
上
に
お
い
て
「
共
和
政
の
確
立
期
」
と
さ
れ
、
実
際
、
　
八
八
～
年
に

集
会
の
自
由
や
新
聞
・
言
論
の
自
由
、
一
八
八
四
年
に
は
労
働
組
合
の
容
認
と
い
っ
た
諸
自
由
を
保
障
す
る
共
和
主
義
改
革
が
遂
行
さ
れ
た
時

期
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
に
名
簿
式
投
票
制
が
導
入
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
二
帝
政
の
投
票
形
態
で
あ
る
単
記
式
投
票
制
に
対
し
て
、
第
一
一
共
和
政
の
投
票
形
態
で
あ
る
名
簿
再
投
票
制
が
「
共
和
主
義
的
な
」
投
票
形

日付 投票形態の変遷

1871年 憲法制定国民議会議員選挙

名簿式投票制

1875年U月30日 下院議員選挙に関する国家組織法

単記式投票制

1885年6月16日 選挙法の修正を目的とする法

名簿式投票制

1889年2月13日 下院議員選挙に単記式投票覇を再導入する法

単記式投票制
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⑲

態
と
さ
れ
、
名
簿
式
投
票
制
へ
と
投
票
形
態
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
簿
式
投
票
制
で
な
さ
れ
た
一
八
八
五
年
総
選
挙
で
は
、
保
守

派
が
議
席
を
増
加
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
後
の
一
連
の
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
将
軍
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
を
中
心
と
し
た
反
議
会
主
義
的
運
動
で
あ
る

ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ム
に
有
利
に
働
く
な
ど
、
名
簿
式
投
票
制
が
共
和
政
を
危
機
に
追
い
や
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
、
一
八
八
九
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
再
び
単
記
式
投
票
制
に
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
投
票
形
態
を
名
簿
式
投
票
制
に
戻
す
と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
も
の
の
、

成
立
に
は
至
ら
ず
、
第
三
共
和
政
前
期
に
お
い
て
は
、
下
院
議
員
選
挙
の
投
票
形
態
は
単
記
式
投
票
制
と
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
が
検
討
対
象
と
し
て
い
る
一
八
八
○
年
代
は
、
第
三
共
和
政
の
政
治
史
に
お
い
て
、
共
和
主
義
改
革
が
進
め
ら
れ
、
そ
の

中
で
投
票
形
態
も
ま
た
、
議
論
の
狙
上
に
の
せ
ら
れ
た
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
実
権
を
握
っ
た
共
和
派
が
、
こ
の
よ
う

な
時
期
に
い
か
に
し
て
選
挙
戦
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
集
団
的
行
動
様
式
を
検
討
す
べ
く
、
本
稿
は
当
該
時
期
の
総
選
挙
に
着
目
し
た
い
。

　
次
に
、
再
投
票
形
態
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
投
票
形
態
に
関
す
る
大
き
な
差
異
と
し
て
は
、
選
挙
区
の
単
位
と
選
挙
人
の
投
票
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
二
点
を
指
摘
で
き
る
。
単
記
式
投
票
制
で
は
、
原
則
と
し
て
行
政
区
分
上
の
郡
、
あ
る
い
は
郡
を
分
割
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
が
選
挙

区
と
さ
れ
、
選
挙
人
は
投
票
時
に
一
人
の
候
補
者
名
を
記
入
、
投
票
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
名
簿
式
投
票
制
で
は
、
原
則
的
に
県
が
選
挙
区
と

な
り
、
党
派
あ
る
い
は
政
治
的
集
団
が
、
各
々
、
候
補
者
名
を
記
載
し
た
名
簿
を
作
成
し
、
選
挙
人
は
選
挙
区
に
与
え
ら
れ
た
議
席
数
と
同
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

以
下
の
候
補
者
名
を
記
入
、
投
票
す
る
。
選
挙
人
は
異
な
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
候
補
者
名
を
記
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
投
票
形
態
を
区
別
し
、
選
出
過
程
を
連
続
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
の
選
挙
を
網

羅
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
単
記
式
投
票
制
下
の
選
挙
と
し
て
、
「
議
会
共
和
政
」
確
立
以
後
初
め
て
の
下
院
議
員
総
選
挙
で
あ
っ
た
一
八
八

一
年
総
選
挙
を
、
名
簿
式
投
票
制
下
の
選
挙
と
し
て
、
「
議
会
共
和
政
」
確
立
以
後
唯
一
の
名
簿
式
投
票
制
に
よ
る
総
選
挙
で
あ
っ
た
一
八
八

五
年
総
選
挙
を
対
象
と
し
た
い
。

　
本
稿
で
は
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
が
諸
主
体
の
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
選
挙
期
間
中
に
な
さ
れ
る
行
為
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
選
挙
期
間
は
選
挙
人
団
招
集
の
省
令
の
発
布
か
ら
第
～
回
投
票
日
ま
で
の
少
な
く
と
も
二
〇
福
間
と
理
解
さ
れ
る
た
め
、
以
下
で
は
、
こ
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⑳

の
期
間
に
発
刊
さ
れ
た
新
聞
半
紙
を
主
要
な
史
料
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
約
六
〇
〇
の
事
例
を
も
と
に
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
検

討
す
る
。
ま
た
、
議
員
の
回
想
録
や
、
委
員
会
8
巨
融
ω
お
よ
び
協
会
ω
8
馨
σ
ω
と
い
っ
た
、
選
挙
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
す
結
社
の

定
款
な
ど
の
史
料
も
、
補
助
的
に
適
宜
利
用
す
る
。
主
史
料
で
あ
る
新
聞
史
料
に
は
、
事
例
の
地
域
的
な
偏
り
や
記
事
の
選
択
性
、
あ
る
い
は

事
例
の
党
派
的
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
保
守
派
の
選
挙
の
実
践
に
関
し
て
は
、
筆
者
が
参
照
し
え
た
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

聞
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
情
報
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
、
保
守
派
の
選
挙
活
動
の
閉
鎖
性
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
理

由
か
ら
、
考
察
の
中
心
を
共
和
派
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
新
聞
史
料
の
限
界
を
認
め

た
う
え
で
、
な
お
主
史
料
と
し
て
用
い
る
の
は
、
薪
聞
史
料
が
、
豊
富
な
事
例
に
も
と
づ
い
て
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
一
連
の
も
の
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
選
挙
の
実
践
を
体
系
的
に
把
握
す
る
に
好
適
な
史
料
と
言
え
る
。

①
再
送
錘
同
9
《
O
。
ヨ
ヨ
Φ
韓
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肩
一
益
ω
興
δ
ω
艮
鑓
聴
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ぞ
Φ
N
ω
Φ
尋
．
α
き
ω
　
U
．

　
O
曽
邑
①
（
島
搾
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寒
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欺
§
織
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竃
鷺
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ミ
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個
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跨
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器
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①
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号
冨
閃
。
ゆ
創
簿
δ
昌
⇔
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既
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ω
ω
ユ
Φ
g
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ロ
。
犀
5
器
ρ

　
譲
鼠
ω
・
同
Φ
G
。
㎝
、
薯
」
卜
0
0
1
多
段
9

②
H
瓢
山
■
、
P
巳
N
こ
の
よ
う
な
法
制
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
に
据
え
る
研
究
と

　
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
》
．
O
o
δ
き
α
国
O
Φ
ヨ
℃
ぴ
亀
．
ミ
ミ
～
乾
肉
貯
黛
。
ミ
N

　
砂
§
義
§
職
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§
蹴
§
吻
§
題
N
謎
ゆ
ω
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匹
Φ
伽
．
b
o
壽
撃
し
d
H
8
匪
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認
り
O
。
。
汐

　
”
日
彗
。
ぎ
ロ
界
卜
＄
㌣
o
q
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“
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ヘ
ミ
物
ミ
象
智
ミ
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禽
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貯
馬
謡
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N
冨
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肉
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ミ
器
“
貯
、
＼
§
註
越
9
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ミ
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§
栽
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ミ
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O
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幕
島
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ω

　
嘗
自
習
×
匡
ω
8
甑
£
①
ω
Φ
け
。
・
o
δ
多
気
ρ
ロ
Φ
P
譲
鼠
ω
、
卜
。
O
O
鼻
．

③
》
．
。
。
δ
賢
匿
噂
寄
寒
§
営
ミ
§
ミ
§
甘
ぎ
ミ
量
山
鳴
δ
ミ
無
§
嵩
貯

　
円
ミ
業
転
ミ
鳴
肉
魯
さ
N
心
ミ
、
国
画
萬
o
p
山
①
陀
q
臥
く
Φ
謎
謬
ひ
α
①
じ
d
建
×
①
町
並
。
。
’

　
ω
旨
×
巴
Φ
。
。
b
O
δ
（
蔑
①
巨
財
①
注
蜜
8
節
℃
巴
ω
①
旨
6
ご
）
∴
鐸
O
“
蕗
§
ミ
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ミ
恥
9
0
ミ
隷
§
、
誠
ミ
§
薄
㌧
恥
。
器
貯
臼
h
露
岩
さ
書
ミ
噂
》
脱
ヨ
鶴
α
0
9
一
ρ

　
勺
鍵
陣
ρ
お
心
ρ

④
選
挙
社
会
学
の
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
｝
．
≦
。
匿
儒
－
℃
薯
。
ロ
’

　
多
量
。
譜
“
簿
ミ
。
ミ
紺
§
織
§
黛
、
§
ミ
ミ
魯
嵩
じ
q
翁
怨
㍗
魯
＼
§
“
塁
旨
器
ミ
ミ
笥
ミ

　
貯
N
『
亀
沁
愚
N
馬
ミ
§
ミ
噌
ぼ
鐸
9
。
三
①
ゆ
q
9
曾
9
。
δ
α
Φ
曾
。
詳
Φ
け
α
Φ
一
曲
ユ
。
。
凛
＆
①
g
ρ

　
℃
程
す
6
①
㎝
∴
駒
じ
d
器
ω
ρ
卜
帖
恥
ミ
鳴
ミ
§
恥
隷
鴨
始
貯
ぎ
鳴
恥
§
蕊
窪
田
魯
ミ
§
ミ
ミ

　
面
恥
》
奪
帖
や
さ
ミ
§
跨
§
』
○
。
亀
昏
』
途
℃
、
賢
聖
ミ
§
譜
§
勧
8
ミ
轟
暗

　
ミ
8
な
ミ
ミ
じ
σ
重
三
Φ
ぴ
q
Φ
鬼
門
鉱
Φ
号
酔
。
詳
段
α
①
冒
ユ
。
り
買
＆
Φ
g
ρ
℃
鴛
φ

　
｝
8
Q
Q
■

⑤
同
・
O
。
要
①
ド
忠
爵
、
§
ミ
鴨
§
吻
駄
、
ミ
§
窃
誉
ミ
翁
題
§
N
O
。
ミ
樽
N
途
噂
〉
．

　
O
o
｝
言
勺
曽
圃
ω
レ
⑩
暫
∴
準
・
Q
駄
轟
§
ミ
鴨
魯
恥
幾
8
職
§
的
誉
、
鳶
ミ
恥
携
物
§
防
貯

　
寄
ミ
鴇
§
ミ
ミ
貯
9
ミ
㌣
㌧
§
罵
岩
魚
§
§
ミ
層
℃
お
。
・
の
Φ
ω
絶
目
閃
。
滋
巴
0
5

　
墨
鉱
8
鉱
Φ
鋤
Φ
ω
ω
島
曾
8
ω
U
o
鐸
δ
器
ω
¶
℃
鍵
塑
｝
鶏
ρ

⑥
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
と
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
旨

　
O
o
慈
巳
戸
G
ミ
ミ
蕊
ミ
、
織
ミ
§
亀
Q
無
§
竃
ミ
ミ
§
N
ミ
ミ
鼠
謹
．
〉
’
O
o
鵠
戸

　
℃
貿
グ
6
α
合
ρ
濁
呂
豊
Φ
噂
い
蟄
§
さ
N
§
ミ
S
防
ミ
§
㌔
§
逡
ミ
お
§
題
§

　
馬
、
暁
蕊
欝
鞭
ミ
融
8
浅
ミ
ミ
凡
。
ミ
ミ
ド
魯
貯
ぎ
ミ
鴨
＼
愚
軸
さ
ミ
ミ
ミ
、
N
O
Q
ミ
山
。
。
c
Q
ゆ
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フランス第三共和政前期（1870－1914年）における下院議員の選出過程（谷口）

　
℃
駕
謹
8
鋤
自
。
湯
山
Φ
阿
O
Q
o
笹
0
5
5
P
℃
㌶
β
一
〇
〇
Q
搾
ζ
O
o
き
び
＄
9
ぎ
識
恥
ミ
、
覇

　
ミ
§
職
§
竃
ミ
ミ
詩
骨
面
、
。
・
旨
婁
ミ
↓
、
ミ
篭
野
重
席
通
町
ヘ
ミ
§
ミ
、
卜
Q
防
亀
ミ
偽
§
焼
ミ
、
鳴

　
§
浅
ミ
ミ
寅
智
ミ
§
ミ
誉
、
～
B
貯
、
い
団
鴛
ヨ
妙
曲
磐
甲
評
「
一
。
。
篇
8
0
。
■

⑦
出
轟
葺
密
9
婁
§
§
密
N
も
』
窃
ご
同
匹
．
噛
o
P
o
貫
O
や
這
。
。
山
。
。
H
．

⑧
永
井
良
和
ヲ
ラ
ン
ス
投
票
時
代
の
鳴
動
－
近
代
市
民
社
会
の
政
治
参
加
臨

　
芦
書
房
、
　
九
九
九
年
。
同
『
普
通
選
挙
の
幕
朋
け
f
フ
ラ
ン
ス
の
先
駆
け
と

　
試
練
』
芦
書
房
、
二
〇
〇
七
年
目

⑨
口
座
第
8
．
簿
．
も
．
お
9

⑩
鵠
轟
旦
富
9
量
§
ミ
謹
卜

⑪
ド
U
ひ
δ
巻
簿
O
減
冥
《
U
Φ
。
・
く
。
冥
冨
ω
8
営
営
巴
①
ω
匿
嘗
Φ
ω
．
＜
o
富
ω
匡
彗
。
ω

　
Φ
什
＜
0
8
ω
路
巳
ω
9
。
貨
鋤
①
9
0
諺
一
ゆ
臓
ω
糞
貯
Φ
ω
仙
Φ
あ
。
。
H
》
謁
“
魁
ミ
誉
ミ
鼠
題
§

　
建
屋
§
量
旨
ミ
心
ミ
噛
島
－
妙
｝
8
H
．
℃
や
一
障
山
農
ρ

⑫
ζ
．
○
鶴
巴
ρ
含
量
Φ
g
2
『
象
。
。
o
切
所
風
興
ω
．
窪
ρ
器
＄
霊
＝
①
ω
8
溝
Φ
ω
①
け

　
蕾
静
け
Φ
。
。
爵
。
8
逗
ω
ω
（
一
〇
Q
恥
O
Q
…
H
㊤
ω
O
）
》
9
秘
N
転
§
」
ω
」
8
ω
も
や
昏
。
甲
O
G
。
9

⑬
ト
9
Φ
藁
．
貯
§
N
ミ
§
ミ
魯
防
§
ミ
、
§
聖
算
N
O
。
ミ
∴
。
。
○
。
開
山
艮
登

　
℃
国
ユ
ω
レ
8
Q
。
．
ロ
P
一
〇
一
山
一
⑤

⑭
旨
日
9
B
ヨ
鎮
《
9
ヨ
冨
讐
Φ
ω
①
審
否
9
器
》
曾
霧
”
旨
－
ζ
．
竃
鎚
2
村
し
㌔

　
℃
．
0
7
巴
ぎ
①
卑
〉
．
O
o
誉
ぎ
（
象
μ
）
唱
い
鴨
恥
嘗
ミ
§
N
§
§
ミ
恥
§
貯
↓
こ
甦
§
N
Q

　
三
型
さ
書
ミ
、
℃
螺
甑
＄
寓
。
⇔
α
①
す
ω
o
昏
。
唇
①
噂
℃
鍵
鉾
ト
っ
0
8
．
薯
』
O
ω
山
ミ
．

⑮
岡
田
信
弘
「
フ
ラ
ン
ス
選
挙
制
度
史
（
一
）
」
隅
北
大
法
学
論
集
』
二
九
－
二
、

　
一
九
七
八
年
、
六
一
一
一
〇
〇
頁
。
同
「
フ
ラ
ン
ス
選
挙
制
度
史
（
二
）
」
欄
北
大

　
法
学
論
集
㎞
三
〇
1
二
、
一
九
七
九
年
、
一
四
三
1
一
五
七
頁
。
同
「
フ
ラ
ン
ス

　
選
挙
制
度
史
（
三
）
」
『
北
大
法
学
論
集
㎞
三
〇
1
三
、
一
九
七
九
年
、
九
三
－
一

　
一
八
頁
。
伊
藤
良
弘
「
フ
ラ
ン
ス
｝
七
九
一
年
憲
法
に
お
け
る
選
挙
制
度
（
一
）
扁

　
蟹
橋
研
究
㎞
四
1
｝
、
一
九
七
九
年
、
一
－
一
七
頁
。
同
「
フ
ラ
ン
ス
一
七
九

　
一
年
憲
法
に
お
け
る
選
挙
制
度
（
二
・
完
）
」
警
橋
研
究
㎞
四
⊥
二
、
｝
九
七
九

　
年
、
九
五
－
一
一
四
頁
。
小
林
尚
「
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
の
構
造
－
治
安
維
持

　
活
動
と
普
通
選
挙
」
『
北
陸
史
学
㎞
三
三
、
一
九
八
四
年
、
一
－
二
〇
頁
。
太
田

　
哲
嗣
門
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
下
の
普
通
選
挙
制
度
」
『
白
山
史
学
㎞
一
＝
、
一
九

　
八
五
年
、
九
九
－
一
一
四
頁
。
只
野
雅
入
隅
選
挙
制
度
と
代
表
制
ー
フ
ラ
ン
ス

　
選
挙
制
度
の
研
究
』
勤
草
轡
房
、
一
九
九
五
年
。
田
村
理
隅
投
票
方
法
と
個
人
主

　
義
ー
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
み
る
「
投
票
の
秘
密
」
の
本
質
㎞
創
文
社
、
二
〇
〇
六

　
年
。

⑯
小
田
中
直
樹
「
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
期
に
お
け
る
選
挙
制
度
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論
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〇
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。
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他
に
も
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
〉
・
O
鋤
鼠
o
Q
。
ロ
、
藻
§
鳶
8
織
霜
紺
§
護
国

　
N
ヘ
ミ
竃
誌
乳
§
ぎ
ミ
“
～
N
Q
Q
へ
o
Q
I
吋
q
q
9
両
蝕
鉱
。
器
壁
面
ω
①
ロ
醇
．
℃
鋤
ユ
。
。
b
O
8
∴
置
．
噂

　
卜
鴨
竃
融
ミ
ミ
竃
§
ミ
8
ミ
軸
鳩
ミ
ミ
、
覇
逼
§
ミ
詠
笥
ミ
～
琳
§
竃
℃
ミ
恥
既
§
§
馬
麸

　
等
。
。
。
ω
Φ
。
。
山
①
一
即
急
8
労
務
。
類
雛
蝉
口
8
p
。
δ
号
ω
ω
鼠
Φ
ロ
8
ω
℃
o
揮
5
器
ω
、
℃
鍵
幽
ρ

　
6
8
∴
○
＜
o
自
9
・
卜
匙
q
§
ミ
§
隠
馬
謎
§
職
鴨
ミ
、
ミ
ミ
㌣
ミ
避
吋
ミ
職
両
ミ
妹
ミ
ミ

　
沁
禽
§
馬
ミ
欺
。
謡
簿
貯
寄
ミ
鴇
鴨
ミ
僑
沁
§
～
ヘ
ミ
§
へ
魯
℃
話
ω
ω
Φ
ω
d
艮
く
Φ
話
陣
巴
「
霧
儒
Φ

　
”
ω
訂
コ
Φ
ω
．
労
Φ
壼
Φ
。
・
、
N
O
8
．

⑱
両
投
票
形
態
に
関
し
て
は
、
現
状
、
選
挙
制
度
史
研
究
の
中
で
扱
わ
れ
る
に
過

　
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
投
票
形
態
に
関
す
る
議
会
に
お

　
け
る
議
論
で
あ
る
。
議
会
で
の
議
論
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
。

　
出
＝
p
。
a
、
卜
鴨
9
量
§
篤
濫
誌
象
℃
O
」
ω
o
。
1
＝
9
。

⑲
二
尉
a
噛
富
9
蓼
§
王
難
、
も
p
巳
⑩
山
＄

⑳
例
え
ば
、
一
八
九
五
年
二
月
九
日
に
は
、
ル
ネ
・
ゴ
ブ
レ
ら
に
よ
っ
て
名
簿
式

　
投
票
制
の
再
導
入
を
目
的
と
す
る
法
案
が
下
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
智
N
ミ
N
ミ

　
§
蔦
乳
§
ミ
謁
魯
さ
、
§
ミ
智
鳩
ミ
ミ
量
b
§
織
悪
摺
ミ
、
§
ミ
鴇
嚇
ミ
㌣
舞
G
隷
自
ミ
町
僑

　
魯
防
織
愚
ミ
鯉
川
〇
。
㊤
伊
P
b
。
帆
9
一
智
ミ
、
、
ミ
§
9
魁
魯
縮
図
愚
嚇
ヘ
ミ
耐
ミ
膏
ミ
ミ
郵

（429）43



　
b
8
N
ミ
§
誉
播
ミ
、
§
N
鳴
隷
ミ
鐘
形
O
ぎ
ミ
贈
ミ
§
和
風
愚
帖
澄
鈎
國
Q
◎
0
9
P
一
㎝
一
9

⑳
　
　
「
下
院
議
員
選
挙
法
」
第
一
四
条
に
よ
る
と
、
各
郡
は
一
入
の
下
院
議
員
を
任

　
命
ず
る
。
た
だ
し
、
人
口
が
一
〇
万
人
を
超
え
る
郡
は
　
○
万
人
ご
と
、
あ
る
い

　
は
一
〇
万
人
を
超
過
し
た
分
ご
と
に
、
さ
ら
に
｝
人
の
下
院
議
員
が
追
加
さ
れ
、

　
議
席
数
に
応
じ
て
郡
は
選
挙
区
に
分
割
さ
れ
る
。

⑫
　
O
o
δ
き
山
O
餌
日
9
豊
略
魯
．
職
猶
娼
・
認
’

⑬
　
訟
轟
巳
噂
卜
鴨
9
量
§
凡
竃
誘
Q
卜
P
N
＄
．

⑳
参
照
し
た
新
聞
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
弓
鳴
O
o
蕊
ミ
ミ
§
ミ
Q
卜
（
以
下
、

　
G
g
y
卜
“
霊
．
鷺
、
9
（
国
Y
卜
鴨
O
§
ご
錆
（
O
卜
Y
冒
～
ミ
ミ
§
肋
ミ
貯
冴

ミ
ミ
Q
§
恥
こ
ミ
ミ
ミ
国
璽
シ
冒
、
恥
ミ
誉
斡
ミ
、
ミ
（
嬉
）
　
密
壽
ミ
　
鋤

壽
誌
篤
§
’
（
電
．
y
卜
貸
、
蕊
馨
・
（
弟
．
）
…
富
い
§
ミ
（
蟄
）
一
簿
ぼ
ミ
賞
　
　
忽

　
（
鵡
「
）

⑳
　
前
註
で
示
し
た
新
聞
の
う
ち
、
前
一
紙
（
O
O
．
、
凄
お
よ
び
O
》
．
）
は
保
守

　
派
系
の
新
聞
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
保
守
派
の
動
向
を
把
握
す
る
の
は
非
常
に

　
困
難
で
あ
る
。
新
聞
の
党
派
性
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
○
じ
d
Φ
＝
磐
m
q
興
簿

　
鉾
（
9
μ
）
噌
奪
認
町
ミ
鷺
忌
ミ
、
笥
面
罵
㌣
跨
怨
曹
ミ
ミ
給
噛
ρ
ω
噂
甲
Φ
ω
ω
Φ
ω

　
二
掃
く
Φ
誘
蹄
包
誘
ω
9
閃
居
選
8
．
憎
P
ユ
ρ
H
8
9
ロ
O
．
｝
刈
○
O
l
鱒
ω
㎝
．

第
二
章
　
単
記
式
投
票
制
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
過
程

｝
八
八
一
年
の
下
院
議
員
総
選
挙

第
【
節
　
立
候
補
に
関
す
る
諸
主
体
の
動
向

　
下
院
議
員
の
選
出
過
程
は
候
補
者
の
立
候
補
を
も
っ
て
始
ま
る
。
本
節
で
は
、
候
補
者
が
い
か
に
し
て
選
挙
戦
に
臨
む
の
か
、
こ
の
点
に
つ

い
て
考
え
た
い
。
検
討
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
候
補
者
を
以
下
の
二
つ
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
立
候
補
を
打
診
さ
れ
て
候
補
者
と
な
る
者

と
自
ら
能
動
的
に
立
候
補
す
る
者
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
立
候
補
を
打
診
す
る
主
体
と
い
う
観
点
か
ら
事
例
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。
タ
ル
ン
県
で
は
、
「
ラ
ヴ
ォ
1
ル
郡
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

共
和
派
委
員
会
」
が
「
全
会
一
致
」
で
、
立
候
補
を
打
診
す
る
相
手
を
「
選
択
」
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ド
県
の
モ
ン
日
ド
月
マ
ル
サ
ン
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
選
挙
区
で
は
、
元
国
民
議
会
議
員
が
「
共
和
派
委
員
会
」
に
よ
っ
て
候
補
者
に
「
指
名
」
さ
れ
、
「
彼
は
そ
の
立
候
補
を
受
諾
」
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
「
委
員
会
」
が
立
候
補
打
診
の
主
体
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
る
下
院
議
員
の
回
想
録
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
も
、
委
員
会
か
ら
の
立
候
補
の
打
診
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
協
会
の
定
款
を
参
照
す
れ
ば
、
選
挙
開
始
以
前
に
打
診
に
つ
い
て
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④

議
論
さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
た
め
、
協
会
も
立
候
補
の
打
診
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
委
員
会
や
協
会
と
い
っ
た
結
社
が
、
立
候
補
の
打
診
に
強
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
、
パ
リ
ー
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

区
第
一
選
挙
区
で
は
、
「
あ
る
急
進
派
選
挙
人
の
集
団
」
が
「
立
候
補
を
打
診
」
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
結
社
以
外
の
選
挙
人
の
集

団
も
立
候
補
打
診
の
主
体
と
な
り
え
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
新
聞
史
料
の
表
現
に
し
た
が
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
が

結
社
の
体
を
な
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
候
補
打
診
の
主
体
と
し
て
、
何
ら
か
の
社
会
的
結
合
に

も
と
づ
い
た
集
団
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
立
候
補
に
関
係
す
る
こ
の
よ
う
な
集
団
は
、
後
に
も
幾
度
と
な
く
触
れ
る
よ
う
に
、

選
挙
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
結
社
の
体
を
な
す
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
便
宜
上
「
選
挙
集
団
」
と

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
第
三
共
和
政
に
お
い
て
選
挙
集
会
は
、
個
別
の
招
待
者
か
ら
な
り
、
大
衆
が
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
私
的
集
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

み
§
営
ω
9
＜
σ
Φ
。
。
と
、
当
該
選
挙
区
の
選
挙
人
、
候
補
者
、
議
員
、
候
補
者
の
代
理
人
に
開
か
れ
た
公
開
集
会
誌
量
8
ω
窟
σ
言
置
ω
の
二
つ
に

　
　
　
　
⑦

分
け
ら
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
あ
る
程
度
の
閉
鎖
性
を
有
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
場
合
の
集
会
は
私
的
集
会
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
自
ら
立
候
補
す
る
者
も
、
何
も
独
力
で
選
挙
戦
に
挑
む
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
三
共
和
政
前
期
の

選
挙
に
お
け
る
候
補
者
は
、
「
選
挙
集
団
」
の
支
持
を
必
要
と
し
て
い
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
ガ
ー
ル
県
の
ポ
ン
ロ
サ
ン
H
テ
ス
プ
リ
で
は
、

　
カ
ン
ト
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
小
郡
全
市
の
共
和
派
代
表
」
の
集
会
が
開
か
れ
、
候
補
者
に
よ
る
「
公
約
の
披
澄
」
の
後
、
立
候
補
が
「
承
諾
」
さ
れ
て
い
る
。
「
共
和
派

代
表
」
と
は
、
共
和
派
系
の
委
員
会
や
協
会
の
代
表
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
例
か
ら
は
、
候
補
者
が
「
選
挙
集
國
」
に
支
持
を
求
め
、

「
選
挙
集
団
」
が
支
持
の
可
否
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
候
補
者
は
「
選
挙
集
団
」
の
支
持
を
求
め
た
の
か
。
そ
の
理

由
の
一
端
は
選
挙
の
費
用
面
か
ら
説
明
で
き
る
。
ユ
ア
ー
ル
は
下
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
費
用
を
約
三
万
フ
ラ
ン
と
見
積
も
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
れ
は
労
働
者
の
年
収
一
八
年
分
に
相
当
す
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
巨
額
の
費
用
を
自
弁
で
き
る
候
補
者
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

候
補
者
は
資
金
を
援
助
す
る
団
体
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
費
用
面
の
他
に
も
、
「
選
挙
集
団
」
の
有
す
る
組
織
力
や
人
的
資
源
も
魅
力

45　（431）



的
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
候
補
者
は
、
「
選
挙
集
団
」
に
よ
っ
て
立
候
補
を
「
承
諾
」
さ
れ
て
、
晴
れ
て
後
ろ
盾
の
あ
る
候
補
者
と
し
て
選

挙
戦
に
臨
む
こ
と
が
で
き
た
。

　
以
上
、
候
補
者
を
二
つ
に
大
別
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
委
員
会
な
ど
の
結
社
に
代
表
さ
れ
る
「
選
挙
集

団
」
の
主
導
性
が
看
取
さ
れ
る
。
立
候
補
を
打
診
さ
れ
た
者
に
関
し
て
は
、
打
診
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
選
挙
集
団
」
の
主
導
性
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
能
動
的
に
立
候
補
し
た
者
は
「
選
挙
集
団
」
の
支
持
を
得
て
い
た
。
候
補
者
の
登
場
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的

結
合
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
候
補
者
の
決
定
の
後
に
、
彼
ら
を
支
持
す
る
後
援
会
8
黒
崎
の
⑪
曹
8
轟
琵
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
パ
リ
六
区
で
は
、
「
諸
共
和
派
委
員
会
の
総
会
」
で
、
候
補
者
を
「
支
持
す
る
委
員
会
8
巨
鼠
を
設
置
す
る
こ
と
が
雷
三
亘

　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
る
。
新
聞
史
料
か
ら
は
、
そ
の
旦
軍
体
的
な
像
を
描
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
選
挙
集
団
」
が
後
援
会
の
設
置
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
後
援
会
は
選
挙
期
間
に
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
、
そ
の
役
割
が
「
結
社
」
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
継
が
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
選
挙
集
団
」
と
後
援
会
の
関
係
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
れ
で
は
次
に
、
明
確
な
形
を
有
し
、
分
析
の
容
易
な
結
社
を
対
象
と
し
て
、
「
選
挙
集
団
」
の
構
成
員
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
個
々

の
構
成
員
の
略
歴
、
職
業
な
ど
が
わ
か
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
結
社
の
入
会
条
件
を
手
掛
か
り
に
、
あ
る
程
度
の
像
を

提
示
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
結
社
の
定
款
を
も
と
に
入
会
条
件
を
検
討
す
る
。
セ
ー
ヌ
擁
工
雛
マ
ル
ヌ
県
の
モ
ー
に
設
立
さ
れ

た
「
モ
ー
共
和
主
義
同
盟
委
員
会
」
は
、
入
会
規
定
と
し
て
、
モ
ー
郡
の
選
挙
人
名
簿
へ
の
記
載
、
さ
ら
に
会
員
二
人
の
推
薦
、
お
よ
び
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

会
の
総
会
で
の
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
入
会
時
に
は
五
〇
サ
ン
チ
ー
ム
（
○
・
五
フ
ラ
ン
）
支
払
う
必
要
が
あ
る
。
パ
リ
の
「
五
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

共
和
主
義
同
盟
」
も
入
会
に
際
し
、
一
フ
ラ
ン
の
納
入
と
会
員
二
人
の
推
薦
を
要
求
し
、
総
会
で
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

れ
ら
に
所
属
し
続
け
る
に
は
、
会
費
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
ト
雛
サ
ヴ
ォ
ワ
県
の
「
ト
～
ヌ
小
郡
共
和
主
義
協
会
」
で
は
、
会
費
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
毎
年
ニ
フ
ラ
ン
の
支
払
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
デ
ン
ヌ
県
に
設
立
さ
れ
た
「
民
主
主
義
と
社
会
問
題
を
検
討
す
る
共
和
主
義
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⑲

委
員
会
」
で
は
、
最
低
額
を
三
フ
ラ
ン
と
す
る
任
意
の
額
を
、
月
ご
と
に
会
費
と
し
て
納
入
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
会
費

を
一
定
盗
聞
払
わ
な
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
る
。
上
述
の
ア
ル
デ
ン
ヌ
県
の
共
和
主
義
委
員
会
は
、
会
費
を
支
払
わ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
れ
ば
委
員
会
の
集
会
に
出
席
で
き
な
い
と
し
て
い
る
し
、
パ
リ
の
「
七
区
民
主
主
義
的
共
和
主
義
委
員
会
」
は
、
月
二
五
サ
ン
チ
ー
ム
の
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

費
を
三
か
月
滞
納
し
た
人
物
を
退
会
扱
い
に
す
る
と
定
め
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
「
選
挙
集
団
」
へ
の
参
加
は
、
恒
常
的
な
会
費
の
納
入
が
可

能
な
人
物
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
選
挙
集
団
」
が
入
会
金
や
会
費
を
求
め
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
選
挙
に
は
莫
大
な
費
用
が
掛
か
る
。
膨
大
な
選
挙
費
用

を
捻
出
し
、
候
補
者
を
支
持
す
る
た
め
に
、
「
選
挙
集
団
」
は
日
常
的
に
資
金
集
め
に
奔
走
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
選
挙
費
用
は
賄
い

が
た
く
、
保
守
派
に
比
し
て
資
金
力
に
乏
し
い
共
和
派
議
員
は
、
選
挙
ポ
ス
タ
ー
製
作
業
者
ら
に
対
し
て
借
金
を
し
、
当
選
後
の
議
員
手
当
で

　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

返
済
し
て
い
た
。
前
述
の
入
会
金
お
よ
び
会
費
の
額
を
、
当
時
の
労
働
者
の
賃
金
と
比
較
す
れ
ば
、
経
済
的
に
富
裕
で
な
い
者
の
参
加
も
決
し

て
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
入
会
に
際
し
て
の
、
推
薦
や
総
会
で
の
承
認
の
存
在
を
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
選
挙
集
団
」
の
構

成
員
と
し
て
、
社
会
的
、
経
済
的
に
社
会
の
上
層
に
位
置
す
る
「
名
士
」
が
最
初
に
想
定
さ
れ
る
。
「
委
員
会
」
は
地
方
議
員
を
中
心
に
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
い
た
と
ユ
ア
ー
ル
は
指
摘
し
て
い
る
し
、
グ
レ
ヴ
ィ
の
指
摘
に
よ
る
と
、
ガ
ン
ベ
ッ
タ
は
選
挙
を
組
織
的
に
行
う
た
め
に
、
～
八
七
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
以
降
、
県
議
会
を
使
っ
て
そ
の
選
挙
区
の
資
料
を
集
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
指
摘
も
ま
た
、
地
方
議
員
や
市
長
が
「
選
挙
集
団
」
の
中
核
を

な
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
く
。
筆
者
が
参
照
し
た
史
料
の
中
で
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
構
成
員
の
実
像
の
一
端
を
教
え
て
く
れ

る
の
が
「
ヴ
ァ
ン
デ
県
共
和
主
義
協
会
」
で
あ
る
。
こ
の
協
会
は
、
地
理
的
に
階
層
化
さ
れ
た
小
郡
委
員
会
、
県
委
員
会
、
中
央
委
員
会
と
い

う
組
織
体
系
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
中
央
委
員
会
は
、
そ
の
一
三
人
の
構
成
員
の
う
ち
、
下
院
議
員
が
一
人
、
県
議
会
議
員
が
一
人
、
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

議
会
議
員
が
一
人
、
市
長
が
六
人
、
前
市
長
が
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
県
委
員
会
も
、
選
出
さ
れ
た
小
郡
の
代
表
三
人
に
加
え
、
ヴ
ァ

ン
デ
県
の
共
和
派
下
院
議
員
、
上
院
議
員
、
県
議
会
議
員
、
郡
議
会
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
部
分
的
に
で
は

あ
れ
、
「
選
挙
集
団
」
の
甘
心
に
地
方
議
員
が
存
在
し
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
選
挙
集
団
」
に
は
地
方
議
員
を
雄
心
と
し
た
、
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一
種
の
社
会
的
結
合
関
係
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
地
方
議
員
と
い
う
観
点
で
雷
え
ば
、
「
ボ
ル
ド
ー
第
四
選
挙
区
の
県
議
会
議
員
と
郡
議
会
議

員
の
集
会
」
で
候
補
者
が
「
全
会
一
致
」
で
「
決
定
」
さ
れ
た
ジ
ロ
ン
ド
県
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
選
挙
集
団
」
に
加
入
し
て
い
る

か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
地
方
議
員
も
、
候
補
者
の
登
場
に
関
係
し
て
い
た
可
能
性
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
立
候
補
を
打
診
す
る
側
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
立
候
補
を
打
診
さ
れ
る
側
、
す
な
わ
ち
下
院
議
員
選

挙
の
候
補
者
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
第
三
共
和
政
期
の
下
院
議
員
に
関
す
る
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
マ
ッ
テ
イ
・
ド
ガ
ン
に
よ
る
と
、
下
院
議
員
選
挙
の
候

補
者
の
大
部
分
は
、
市
長
、
市
議
会
議
員
、
県
議
会
議
員
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
候
補
者
の
具
体
的
な
社
会
的
出
自
な
ど
に
関
し
て

は
、
今
の
と
こ
ろ
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
下
院
議
員
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
当
選
し
た
下

院
議
員
の
社
会
的
出
自
に
関
し
て
ド
ガ
ン
の
研
究
を
利
用
し
た
い
。
ド
ガ
ン
に
よ
る
と
、
第
三
共
和
政
に
お
け
る
下
院
議
員
の
社
会
的
出
自
は
、

時
の
経
過
と
と
も
に
上
流
階
層
の
割
合
が
減
少
し
、
中
流
・
下
流
階
層
が
増
加
し
て
い
く
。
ゆ
え
に
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
ま
だ
上
流
階
層
（
ド
ガ
ン
の
需
を
借
り
れ
ば
「
貴
族
」
や
「
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
）
の
割
合
が
比
較
的
多
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
下
院
議
員
に
な
っ
た
人
物
に
限
定
さ
れ
、
厳
密
に
は
候
補
者
の
社
会
的
出
自
で
は
な
い
。
下
院
議
員
に
な
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
候
補
者
も
多
く
存
在
す
る
た
め
、
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
「
選
挙
集
団
」
構
成
員
の
社
会
的
構
成
と
候
補
者
の
社
会
的
出
自
の
類
似
で
は
な
か
ろ
う
か
。

上
述
の
通
り
、
立
候
補
に
お
い
て
は
「
選
挙
集
団
」
の
主
導
性
が
見
ら
れ
た
。
「
選
挙
集
団
偏
が
候
補
者
を
支
持
す
る
に
あ
た
り
、
候
補
者
の

立
候
補
を
承
諾
、
あ
る
い
は
彼
ら
へ
の
立
候
補
の
打
診
を
決
定
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
集
団
の
有
す
る
社
会
的
結
合
関
係
に
含
ま
れ
る
、
ま

た
は
そ
れ
に
近
い
人
物
が
候
補
者
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
彼
ら
の
背
後
に
そ
の
よ
う
な
集
団
が
存
在
す
る
以
上
、

「
選
挙
集
団
」
構
成
員
と
候
補
者
の
社
会
的
出
自
は
一
定
程
度
の
類
似
性
を
帯
び
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
利
用

し
て
い
る
史
料
か
ら
は
、
よ
り
具
体
的
な
「
選
挙
集
団
」
構
成
員
と
候
補
者
の
社
会
的
出
自
に
迫
る
こ
と
に
は
困
難
を
伴
う
た
め
、
こ
こ
で
は
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可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
候
補
者
の
出
現
に
は
、
「
選
挙
集
団
」
の
主
導
性
が
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
選
挙

区
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
選
挙
集
団
」
が
複
数
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
共
和
派
の
中
で
も
、
オ
ポ
ル
チ
ュ
一
一
ス
ト
と
急
進
派
の
委
員
会
、
そ
の

他
の
共
和
男
系
協
会
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
以
外
の
集
団
も
潜
在
的
な
「
選
挙
集
団
」
と
し
て
存
在
し
う
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
「
選
挙
集
団
」

に
支
持
さ
れ
る
候
補
者
も
複
数
存
在
す
る
。
し
か
し
、
保
守
派
と
の
選
挙
戦
を
見
据
え
る
な
ら
ば
、
票
の
分
裂
を
防
ぐ
た
め
に
、
共
和
派
で
単

一
の
候
補
者
を
支
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
共
和
派
内
で
現
れ
た
複
数
の
候
補
者
か
ら
、
可
能
な
限
り
一
人
に
絞
り
込
む
必
要

が
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
候
補
者
の
一
本
化
が
行
わ
れ
る
の
が
、
次
に
見
る
選
挙
集
会
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
濁
で
は
、
候
補
者
を
絞
り
込

む
選
挙
集
会
に
焦
点
を
あ
て
る
。

第
二
節
　
選
挙
集
会
に
お
け
る
候
補
者
の
［
本
化

　
本
節
で
は
、
候
補
者
が
絞
り
込
ま
れ
る
過
程
を
軸
に
据
え
な
が
ら
、
選
挙
集
会
に
お
け
る
諸
主
体
の
行
動
に
焦
点
を
あ
て
る
。

　
ま
ず
、
候
補
者
の
行
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
パ
リ
九
区
第
一
選
挙
区
で
開
か
れ
た
公
開
集
会
で
は
、
現
職
の
ア
ナ
ト
ー
ル
・
ド
・
ラ
・

フ
ォ
ル
ジ
ュ
の
演
説
が
行
わ
れ
た
。
彼
は
議
会
で
の
自
ら
の
投
票
行
動
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
先
の
選
挙
公
約
を
展
開
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
全
会
～
致
で
承
認
」
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
パ
リ
九
区
の
第
二
選
挙
区
で
は
、
あ
る
三
人
の
共
和
派
候
補
が
、
そ
の
中
の
一
人
を
「
支
持
す

　
　
　
　
　
　
⑳

る
急
進
派
委
員
会
」
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
集
会
で
演
説
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
候
補
者
の
一
人
で
あ
る
ラ
ン
ク
が
、
自
ら
が
パ
リ
・
コ
ミ

ュ
ー
ン
時
に
指
揮
し
た
九
区
区
長
の
経
歴
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
の
際
に
暴
力
に
は
加
損
せ
ず
、
調
和
に
奮
闘
し
た
と
力
説
し
た
。
さ
ら
に
、

自
ら
の
選
挙
公
約
と
し
て
「
憲
法
改
正
、
上
院
議
員
の
終
身
制
の
廃
止
、
あ
ら
ゆ
る
教
会
特
権
の
廃
止
」
な
ど
を
支
持
す
る
旨
を
演
説
し
て
い

⑬
る
。　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
演
説
を
行
う
候
補
者
像
が
浮
か
び
あ
が
る
。
選
挙
集
会
は
候
補
者
を
絞
り
込
む
場
で
あ
る
た
め
、
演
説
は
そ
の
過
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程
を
勝
ち
抜
く
た
め
の
行
動
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
に
踏
み
込
め
ば
、
下
院
で
の
投
票
行
動
や
自
ら
の
業
績
の
説
明
が
主
だ
っ
た
も

の
と
な
る
。
ま
た
、
投
票
行
動
や
業
績
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
行
う
こ
と
と
し
て
選
挙
公
約
が

披
溢
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
た
め
の
一
つ
の
基
準
に
な
り
え
た
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
選
挙
集
会
の
演
壇
は
必
ず
し
も
候
補
者
に
占
有
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
候
補
者
以
外
の
選
挙
人
が
演
壇
に
あ
が
る
こ
と
も
あ
る
。

パ
リ
七
区
に
お
い
て
、
四
年
前
か
ら
こ
の
区
の
「
選
挙
戦
を
指
揮
し
て
き
た
委
員
会
の
手
に
な
る
集
会
」
で
は
、
候
補
者
で
あ
る
フ
レ
ボ
ー
の

立
候
補
が
複
数
の
演
説
者
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
、
他
の
選
挙
人
が
、
第
二
繁
藤
粟
で
の
辞
退
を
条
件
に
、
労
働
者
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

補
の
立
候
補
を
要
求
し
て
い
る
。
パ
リ
ー
区
で
は
、
候
補
者
で
あ
る
「
イ
ヴ
・
ギ
ヨ
の
委
員
会
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
」
た
集
会
に
お
い
て
、
選

挙
人
が
ギ
ヨ
の
立
候
補
を
支
持
す
る
演
説
を
行
い
、
同
時
に
同
選
挙
区
で
立
候
補
し
て
い
る
労
働
者
候
補
の
支
持
者
に
対
し
、
急
進
派
の
分
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
防
ぐ
た
め
に
、
辞
退
を
勧
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
別
の
選
挙
人
は
労
働
者
候
補
を
擁
護
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
に
見
ら
れ
る
の
は
、
候
補
者
の
擁
護
あ
る
い
は
批
判
と
い
っ
た
選
挙
人
の
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
挙
人
の
行
動
は
そ
れ

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
パ
リ
ニ
○
区
で
は
、
「
反
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
委
員
会
」
に
よ
る
集
会
に
お
い
て
、
数
人
の
演
説
者
が
候
補
者
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
、
パ
リ
ニ
○
区
を
略
奪
者
一
味
か
ら
救
う
術
に
関
し
て
問
う
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
選
挙
人
と
候
補
者
の
問
で
交
わ
さ
れ
る
議
論

の
一
端
が
窺
え
る
。
こ
れ
も
候
補
者
を
絞
り
込
む
う
え
で
、
選
挙
人
の
判
断
材
料
と
な
り
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
選
挙
集
会
で
の
実
践
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
選
挙
集
会
は
選
挙
期
間
に
お
い
て
一
回
の
み
開
か

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
合
わ
せ
、
複
数
回
、
選
挙
集
会
は
開
か
れ
て
い
た
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
パ
リ
ー
区
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
候
補
者
を
絞
り
込
む
選
挙
集
会
が
、
新
聞
史
料
か
ら
確
認
し
え
た
限
り
で
も
五
回
開
か
れ
て
い
る
。
実
際
は
、
こ
れ
よ
り
も
多
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
選
挙
期
間
を
通
じ
て
幾
度
も
開
か
れ
る
選
挙
集
会
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
的
な
目
的
は
候
補
者
の
一
本
化
に
あ
る
。

選
挙
集
会
は
最
終
的
に
候
補
者
を
選
び
、
決
定
す
る
に
至
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
選
挙
集
会
に
お
い
て
候
補
者
が
決
定
さ
れ
る
瞬
間
を
問
題
に

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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選
挙
集
会
に
お
い
て
候
補
者
が
決
定
さ
れ
た
際
の
新
聞
を
見
る
と
、
「
全
会
　
致
」
や
「
大
多
数
」
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
数
字
を
示
さ
な

い
表
現
が
目
立
つ
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
た
い
。
後
述
す
る
が
、
選
挙
集
会
に
は
多
く
の
人
々
が
参
加
し
て
い
た
。
さ
ら
に
公
開
集

会
で
あ
れ
ば
、
参
加
者
数
の
把
握
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
集
会
に
お
い
て
候
補
者
の
決
定
ま
で
議
事
が
進
む
か
否
か
も
確
実

　
　
　
⑲

で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
あ
る
程
度
の
事
前
準
備
を
要
求
す
る
筆
記
投
票
で
決
定
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
上
述
し
た
パ
リ
九
区
第
一
選
挙
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
選
挙
集
会
に
お
い
て
は
、
起
立
投
票
で
候
補
者
が
決
定
し
て
い
る
し
、
「
モ
i
共
和
主
義
同
盟
委
員
会
」
で
も
、
集
会
で
の
投
票
を
「
起
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

採
決
」
で
行
う
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
選
挙
集
会
に
お
い
て
は
、
本
来
の
選
挙
に
お
け
る
投
票
と
は
異
な
る
形
で
候
補
者
が

決
定
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
選
挙
集
会
で
候
補
者
が
絞
り
込
ま
れ
る
が
、
そ
の
決
定
は
法
的
拘
束
力
を
も
た
ず
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
候
補
者
は
必
ず
し

も
選
挙
戦
か
ら
身
を
引
く
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
選
挙
人
が
参
加
し
た
選
挙
集
会
に
お
い
て
、
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
は
、
候
補
者
お
よ
び
「
選
挙
集
団
」
に
一
定
の
決
断
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
こ
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
活
動
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
選
挙
集
会
を
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
過
程
に
お
い
て
見
る
と
、
「
選
挙
集

団
」
に
加
入
し
て
い
な
い
選
挙
人
も
、
そ
こ
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
選
挙
の
投
票
瞬
以

前
に
、
候
補
者
の
絞
り
込
み
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
選
挙
集
会
の
参
加
者
数
が
当
該
選
挙
区
の
選
挙
人
数

に
占
め
る
割
合
で
あ
ろ
う
。
明
確
な
値
を
導
出
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
が
、
推
定
を
試
み
た
い
。

　
一
八
八
一
年
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
割
り
は
、
「
下
院
議
員
選
挙
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
選
挙
区
割
り
の

基
準
は
、
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
人
（
以
下
、
記
載
選
挙
人
）
で
は
な
く
人
口
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
各
選
挙
区
の
記
載
選
挙
人

数
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
ユ
ア
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
　
八
八
一
年
総
選
挙
時
に
最
も
記
載
選
挙
人
が
多
か
っ
た
選
挙
区
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ

ン
ド
の
六
五
、
三
〇
五
人
、
次
い
で
マ
ル
マ
ン
ド
選
挙
区
（
ロ
ッ
ト
日
工
ほ
か
ロ
ン
ヌ
県
）
の
三
一
、
一
〇
六
人
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
最
も
記
載

選
挙
人
の
少
な
か
っ
た
選
挙
区
は
、
コ
ー
チ
シ
ナ
の
　
、
三
九
八
人
、
次
い
で
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
選
挙
区
（
バ
ス
鷲
ザ
ル
プ
県
）
の
三
、
六
四
三
人
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⑫

で
あ
っ
た
。
選
挙
区
割
り
が
特
殊
な
海
外
領
土
を
除
く
と
す
れ
ば
、
一
八
八
一
年
の
総
選
挙
時
に
は
、
一
つ
の
選
挙
区
に
記
載
選
挙
人
が
五
、

○
○
○
人
か
ら
三
〇
、
○
○
○
人
程
度
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
選
挙
集
会
の
参
加
人
数
に
つ
い
て
推
定
す
る
。
一
八

八
一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
集
会
の
謡
曲
に
関
す
る
法
」
第
五
条
の
規
定
に
し
た
が
う
と
、
選
挙
集
会
へ
の
参
加
は
当
該
選
挙
区
の
選
挙
人
、
候

補
者
、
両
議
院
議
員
、
各
候
補
者
の
代
理
人
に
の
み
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
選
挙
集
会
の
参
加
者
の
大
部
分
が
選
挙
人
で
あ

っ
た
と
考
え
、
新
聞
史
料
に
記
載
さ
れ
た
参
加
人
数
を
も
と
に
推
定
を
進
め
た
い
。
選
挙
集
会
の
参
加
人
数
を
、
新
聞
史
料
か
ら
判
明
す
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
で
推
測
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
数
百
人
か
ら
数
千
人
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
記
載
選
挙
人
が
八
、
二
五
二
人
で
あ
っ
た
パ

　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

リ
六
区
で
開
か
れ
た
集
会
に
は
、
「
千
人
以
上
の
選
挙
人
」
が
参
加
し
て
い
た
。
人
口
の
集
中
し
て
い
る
パ
リ
で
あ
る
こ
と
と
、
新
聞
が
不
正

確
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
選
挙
集
会
に
参
加
し
て
い
た
選
挙
人
の
数
は
、
選
挙
区
の
記
載
選
挙
人
数
と
比
較
し
て

も
決
し
て
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
少
な
か
ら
ぬ
選
挙
人
が
選
挙
集
会
に
参
加
し
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
過
程
に
関
与
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
場
と
し
て
の
選
挙
集
会
に
焦
点
を
あ
て
、
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
最
後
に
集
会
を
主
催
す
る
主
体
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
て
考
え
た
い
。
新
聞
史
料
か
ら
は
、
候
補
者
を
支
持
す
る
「
委
員
会
」
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
事
例
が
目
立
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち

そ
れ
以
外
の
集
団
は
主
催
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
委
員
会
」
が
主
な
主
催
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
「
委
員
会
」
と
い
う
表
記
が
、
は
た
し
て
前
出
の
委
員
会
を
指
す
の
か
、
後
援
会
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
こ
の
二
者
に
は
連
続
性
が
見
ら
れ
る
た
め
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
選
挙
集
団
」
が
こ
こ
で
も
主
導
性
を
発
揮
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
選
挙
集
会
の
目
的
は
、
候
補
者
を
可
能
な
限
り
一
人
に
絞
り
込
み
、
票
の
分
裂
を
避
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
候
補
者
の
支

持
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
た
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
選
挙
集
会
の
結
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
候
補
者
お
よ
び
「
選
挙
集

団
」
は
一
定
の
決
断
を
迫
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
術
の
変
更
を
行
い
、
以
降
の
選
挙
戦
を
優
位
に
進
め
て
い
く
こ
と
も

ま
た
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
利
点
が
「
選
挙
集
団
」
を
し
て
集
会
を
開
か
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
選
挙
集
会
が
、
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「
選
挙
集
団
」
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
選
挙
人
と
候
補
者
の
直
接
的
接
触
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
選
挙
人
に
も
大
き
な
利
点
を
も

　
　
　
㊨

た
ら
し
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
見
て
き
た
一
連
の
過
程
を
経
て
選
ば
れ
た
候
補
者
が
、
選
挙
本
番
に
臨
む
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
「
選
挙
集
団
」
の
存
在
は

潜
在
的
で
あ
る
た
め
、
候
補
者
が
複
数
現
れ
な
い
選
挙
区
も
、
当
然
な
が
ら
存
在
す
る
。
そ
こ
で
の
選
挙
集
会
は
、
ま
た
違
っ
た
様
相
を
呈
し

た
で
あ
ろ
う
。
候
補
者
の
演
説
な
ど
支
持
を
得
る
た
め
の
活
動
は
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
選
挙
区
の
「
選
挙
集
団
」
の
数
や
そ
れ
ら
の
協
調
性
な
ど
に
よ
っ
て
選
挙
集
会
の
実
践
も
変
わ
り
う
る
。

　
以
上
、
単
記
式
投
票
制
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
選
挙
期
間
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
が
、
選
挙
の

投
票
日
当
日
に
関
し
て
は
、
論
の
構
成
上
、
名
簿
式
投
票
制
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
見
て
い
く
次
章
で
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
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ら
メ

④
の
ミ
§
譜
貯
物
ミ
巡
“
、
魯
へ
婁
§
ミ
寒
犠
§
ミ
～
§
軸
Q
ミ
§
貯
寒
ミ
壁

　
H
c
。
c
◎
㎝
．

⑤
蟄
る
四
〇
⇔
二
。
。
。
。
野

⑥
か
曾
営
。
諺
讐
σ
言
話
ω
》
を
門
公
開
集
会
」
と
す
る
理
曲
に
関
し
て
は
、
以
下

　
を
参
照
。
木
下
賢
一
「
第
二
帝
制
末
期
の
パ
リ
の
公
開
集
会
（
一
八
六
八
一
一
八

　
七
〇
）
」
詩
史
學
雑
誌
紬
八
六
－
七
、
一
九
七
七
年
、
｝
〇
五
～
頁
、
註
（
一
）
。

⑦
○
匹
σ
q
餌
鼻
《
恕
§
δ
コ
霧
g
。
邑
。
》
」
§
ω
池
①
羅
冨
磐
Φ
け
華
華
謬
（
＆
憎
）
暫

　
魯
．
9
野
℃
O
．
o
。
8
1
Q
。
8
．

⑧
パ
リ
ー
区
で
は
、
レ
・
ア
ル
地
区
の
行
商
人
の
大
多
数
か
ら
な
る
私
的
集
会
に

　
て
、
立
候
補
打
診
が
行
わ
れ
て
い
る
。
判
こ
ω
p
⊃
o
段
一
〇
。
Q
。
一
∴
鵠
二
ω
餌
o
P
什
同
。
。
Q
。
ド

⑨
蟄
b
山
。
O
巳
。
。
。
。
ド

⑩
国
轟
轟
富
9
§
§
§
譜
謎
鴨
、
も
』
鐸

⑪
ユ
ア
…
ル
に
よ
る
と
、
政
党
が
で
き
る
以
前
は
、
選
挙
費
用
は
候
補
者
と
「
委

　
員
会
」
の
負
担
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
。
訟
儒
鷲
9
卜
偽
9
言
§
斡
竃
誘
鴨
、
、

　
P
N
O
9
ユ
ア
ー
ル
は
委
員
会
の
協
力
に
の
み
触
れ
て
い
る
が
、
先
の
検
討
か
ら

　
こ
こ
で
も
、
よ
り
広
く
何
ら
か
の
社
会
的
結
合
に
も
と
つ
く
集
団
を
想
定
す
べ
き

　
で
あ
ろ
う
。

⑫
蟄
．
㎝
¢
。
o
P
二
G
。
。
。
ピ

⑬
ρ
上
質
§
ミ
も
」
G
。
ρ

⑭
こ
こ
で
検
討
に
付
し
た
結
社
は
以
下
の
通
り
。
m
バ
ス
テ
ィ
ア
共
和
主
義
中
央

　
委
員
会
」
（
コ
ル
ス
県
）
、
「
七
区
罠
主
主
義
的
共
和
主
義
委
員
会
扁
（
旧
共
和
主
義

　
選
挙
委
員
会
）
（
パ
リ
〉
、
「
民
主
主
義
と
社
会
問
題
を
検
討
す
る
共
和
主
義
委
員
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会
」
（
ア
ル
デ
ン
ヌ
県
）
、
「
共
和
主
義
、
急
進
、
社
会
主
義
委
員
会
サ
ン
ー
ー
テ
テ

　
ィ
エ
ン
ヌ
選
挙
基
金
協
会
」
（
ロ
ワ
ー
ル
県
）
、
「
グ
ラ
ン
ヴ
イ
リ
エ
小
郡
共
和
主

　
義
同
盟
協
会
」
（
オ
ワ
ー
ズ
県
）
、
「
タ
ル
ン
県
共
和
主
義
連
合
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
県

　
協
会
」
、
「
ト
ー
ヌ
小
郡
共
和
主
義
協
会
」
（
オ
ー
ト
帥
サ
ヴ
ォ
ワ
県
）
、
［
ヴ
ァ
ン

　
デ
県
共
和
主
義
協
会
」
、
「
ド
ル
ヌ
小
郡
選
挙
委
員
会
漏
（
ニ
エ
ー
ヴ
ル
県
）
、
「
マ

　
ル
シ
ア
ッ
ク
小
郡
共
和
主
義
委
員
会
し
（
ジ
ェ
！
ル
県
）
、
「
モ
ー
共
和
主
義
同
盟

　
委
員
会
」
（
セ
ー
ヌ
ー
ー
エ
ー
ー
マ
ル
ヌ
県
）
、
「
二
区
共
和
主
義
委
員
会
」
（
パ
リ
）
、

　
「
五
区
共
和
主
義
同
盟
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
地
区
グ
ル
ー
プ
」
（
パ
リ
）
。

⑮
的
ミ
§
ミ
、
曼
§
§
、
職
憶
甑
§
ミ
賦
織
こ
、
§
暁
§
§
さ
ミ
職
ミ
譜
さ
額
§

　
一
G
。
c
◎
一
．

⑯
奪
ミ
．

⑰
§
§
ミ
§
へ
寒
§
ミ
儀
置
噺
鴨
ミ
§
ミ
駐
§
§
斜
孚
。
§
鳴
職
N
ミ
§
ミ
ミ
§

　
貯
切
ミ
S
ミ
郵
の
ミ
ミ
参
日
Q
Q
Q
。
P

⑬
の
§
§
魯
甘
8
無
融
§
さ
、
§
凡
ミ
§
§
§
謡
譜
§
q
謹
鈎
蕊
G
。
㎝
．

⑲
9
ミ
隷
、
§
ミ
暁
ら
魯
ミ
駄
M
ミ
ら
ミ
§
へ
§
ミ
野
N
ミ
鳴
寓
。
q
ミ
塁
⑦
ミ
§
唱
H
。
。
。
。
9

⑳
ミ
猟

⑳
9
ミ
隷
§
N
ミ
爵
駐
ミ
鳩
、
§
ミ
愚
ミ
§
§
鴨
ミ
§
ミ
駐
§
§
磯
焼
M
ミ
§

　
8
ミ
穂
黙
ミ
ミ
、
ミ
§
さ
～
苛
ミ
ミ
笥
の
ミ
鳳
ミ
レ
。
。
Q
。
一
．

⑫
　
調
¢
鍵
9
い
鳴
9
凝
§
篤
貸
越
鴨
N
、
℃
．
N
O
9
「
下
院
議
員
選
挙
法
扁
第
一
七
条

　
に
て
、
下
院
議
員
の
手
当
は
、
「
第
二
共
和
政
選
挙
法
」
第
九
六
条
に
し
た
が
っ

　
て
年
間
九
、
○
○
○
フ
ラ
ン
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑬
　
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ャ
ル
ル
に
よ
る
と
、
一
八
八
一
年
の
リ
ヨ
ン
で
の
男
性
労
働

　
者
の
日
給
は
四
・
八
五
フ
ラ
ン
、
同
じ
く
ロ
ワ
ー
ル
県
の
サ
ン
睡
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ

　
で
は
三
・
九
四
フ
ラ
ン
、
ア
ル
デ
ー
シ
ュ
県
の
プ
リ
ヴ
ァ
で
は
三
・
〇
五
フ
ラ
ン
で

　
あ
っ
た
。
パ
リ
の
熟
練
労
働
者
に
関
し
て
は
、
家
具
職
人
が
～
八
八
二
年
に
八
フ

　
ラ
ン
、
一
八
八
六
年
に
七
・
七
五
フ
ラ
ン
、
宝
飾
品
細
工
師
が
一
八
八
六
年
に

　
七
・
五
フ
ラ
ン
の
日
給
を
得
て
い
た
。
O
．
O
ぴ
委
す
勢
§
ミ
旨
旨
ミ
嵐
気
鴨
貯

　
ぎ
ミ
鳴
§
嵐
箋
鳥
鴇
§
ミ
Q
っ
Φ
邑
噂
剛
9
。
甑
ω
」
8
洲
U
b
』
露
－
卜
0
8
．

⑳
顕
轟
耳
隠
9
§
ミ
§
譜
誌
鴨
N
も
．
8
メ

⑳
Ω
遍
く
メ
曇
ミ
も
」
ゆ
ω
．

㊧
　
こ
こ
で
は
「
市
長
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の

　
長
の
こ
と
を
示
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
単
位
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
日
本
の

　
よ
う
に
「
市
」
、
「
町
」
、
「
村
」
と
区
分
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、

　
区
別
す
る
こ
と
な
く
讐
市
」
と
し
て
い
る
。

⑳
の
§
§
奪
回
防
ミ
ミ
、
量
ミ
跨
亀
馬
ミ
§
職
愚
ミ
§
謹
ミ
§
貯
寄
ミ
壁

　
日
Q
Q
Q
。
9

⑱
鎗
．
。
。
8
段
｝
。
。
。
。
ピ

⑳
竃
．
O
o
ひ
q
撃
．
《
訂
ω
窪
爾
㊦
ω
号
冨
＄
『
門
δ
お
9
｝
幽
甑
ε
Φ
Φ
口
宰
嘗
。
Φ
》
．
沁
ミ
§

　
魯
智
職
ミ
薦
今
案
ミ
職
暴
。
。
一
全
H
Φ
0
刈
、
℃
．
心
Q
。
ρ

⑳
　
ド
ガ
ン
に
よ
る
と
、
　
八
七
～
年
に
は
門
貴
族
」
と
m
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」

　
が
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が
～
八
九
三
年
に
は
五
五
％
、
～
九
一
九
年

　
に
は
四
〇
％
と
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る

　
一
八
八
一
年
と
一
八
八
五
年
の
総
選
挙
時
に
は
、
当
選
し
た
下
院
議
員
の
半
分
程

　
度
が
「
貴
族
」
あ
る
い
は
「
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥

　
当
で
あ
ろ
う
。
H
玄
9
0
P
膳
O
甲
ミ
ρ

＠
嬉
■
ミ
四
〇
〇
二
。
。
。
。
一
∴
開
票
①
き
〇
二
。
。
c
。
一
∴
凄
』
①
8
0
二
〇
。
Q
。
一
．

⑳
　
鎗
」
0
8
簿
｝
○
。
c
。
一
．

⑳
嬉
曽
に
鋤
o
O
二
Q
。
。
。
一
∴
鎗
レ
0
8
0
二
。
。
Q
。
一
∴
国
』
0
8
0
二
〇
。
○
。
｝
■

⑭
曇
、
①
8
簿
一
。
。
Q
。
一
．

⑳
嬉
」
①
8
象
一
。
。
Q
。
一
∴
箆
、
δ
曽
。
点
間
。
。
o
。
一
∴
溝
・
レ
①
叫
。
舜
一
。
。
Q
。
一
∴
毘
こ
♂

　
鋤
O
O
け
一
〇
〇
Q
Q
一
・

⑳
ミ
　
レ
①
鋤
9
二
。
。
。
。
ド

⑰
　
同
一
の
集
会
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
記
事
も
含
め
て
以
下
の
通
り
。
曼
’
一
〇

　
四
〇
簿
H
O
Q
Q
◎
一
∴
鎗
レ
O
き
舜
一
〇
Q
Q
◎
H
∴
遵
篇
O
き
簿
一
〇
〇
c
◎
H
∴
田
‘
δ
8
簿
蕊
Q
Q
｝
∴
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轄
二
一
b
。
8
⇔
二
Q
。
○
。
H
∴
曼
．
篇
ω
国
。
簿
一
Q
。
o
。
一
∴
鎗
」
G
。
8
舜
冨
。
。
一
∴
醤
■
」
ω
ぎ
簿

　
一
Q
。
Q
。
一
∴
凄
甲
窃
8
舜
｝
○
。
○
。
H
∴
嬉
■
一
①
き
⇔
二
Q
。
Q
。
H
∴
朗
■
噂
δ
8
P
ユ
Q
。
o
。
｝
∴
蛸
‘

　
一
〇
8
0
け
一
Q
。
Q
。
一
∴
構
‘
一
Q
。
き
象
｝
○
。
Q
。
｝
∴
国
噂
8
曽
。
劃
一
〇
。
G
。
一
∴
蟄
’
b
o
一
8
象

　
一
〇
Q
Q
。
一
．

⑳
　
例
え
ば
、
パ
リ
十
区
の
第
～
選
挙
区
で
開
か
れ
た
集
会
で
は
、
カ
ミ
ー
ユ
・
ペ

　
ル
タ
ン
の
立
候
補
が
「
大
多
数
」
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。
蛍
」
ω
ぎ
葺
一
。
。
。
。
一
．

⑳
　
選
挙
集
会
が
、
候
補
者
の
決
定
を
行
う
こ
と
な
く
解
散
さ
れ
る
事
例
は
放
挙
に

　
暇
が
な
い
。
例
え
ば
、
八
月
一
〇
日
の
新
聞
各
紙
に
よ
る
と
、
パ
リ
ー
区
で
行
わ

　
れ
た
集
会
で
は
候
補
者
の
演
説
が
な
さ
れ
た
が
、
立
候
補
の
検
討
に
関
し
て
は
後

　
日
に
延
期
さ
れ
て
い
る
。
堕
レ
O
⇔
・
o
舞
お
Q
。
ご
陶
噌
さ
鋤
o
O
樽
冨
。
。
ど
四
二
｝
0

　
9
。
O
象
一
Q
Q
Q
O
一
．

⑩
舞
レ
①
蝉
。
響
蕊
○
。
一
．
同
様
に
パ
リ
～
九
区
の
選
挙
集
会
で
も
、
挙
手
投
票
が
行

　
わ
れ
て
い
る
。
嬉
¶
H
O
餌
。
山
二
。
◎
c
◎
同
．

⑪
　
こ
の
委
員
会
の
集
会
に
は
、
会
員
で
な
け
れ
ば
出
席
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

　
た
め
、
こ
の
集
会
は
私
的
集
会
と
解
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
出

　
席
者
を
よ
り
把
握
し
や
す
い
私
的
集
会
で
す
ら
こ
の
よ
う
な
方
法
で
決
を
採
っ
て

　
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
公
開
集
会
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
防
ミ
ミ
冴
ミ
藁

　
製
§
§
N
、
ミ
へ
8
ミ
註
翫
偽
N
、
＄
岡
§
、
§
さ
ミ
§
誌
§
さ
ミ
ミ
一
Q
。
Q
。
H

⑫
頴
慈
旦
寒
9
凄
§
譜
謹
、
も
．
卜
。
①
轡

⑬
　
例
え
ば
、
八
月
＝
二
日
付
の
隅
ル
・
プ
チ
・
ジ
ュ
ル
ナ
ル
』
紙
に
よ
る
と
、
パ

　
リ
一
区
で
は
共
和
派
の
集
会
に
三
、
○
○
○
人
も
の
選
挙
人
が
参
加
し
て
い
た
。

　
曼
、
一
Q
。
臼
。
8
二
〇
。
○
。
一
．

⑭
口
塞
昼
貯
9
量
§
§
謹
N
も
．
卜
。
①
ピ

⑮
暮
し
〇
四
。
〇
二
。
。
。
。
轡

⑯
筆
者
が
参
照
し
た
、
主
催
者
の
判
明
す
る
選
挙
集
会
の
う
ち
、
八
四
％
は
「
委

　
員
会
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
る
。

⑰
　
選
挙
集
会
以
外
で
選
挙
人
が
候
補
者
に
つ
い
て
知
る
回
路
と
し
て
は
、
「
選
挙

　
集
団
」
や
候
補
者
に
よ
る
公
約
や
手
紙
の
送
付
が
あ
る
。
例
え
ば
、
パ
リ
九
区
で

　
は
、
候
補
者
の
ラ
ン
ク
が
サ
ン
ー
ー
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
地
区
と
ロ
シ
ュ
シ
ュ
ア
！
ル
地
区

　
の
選
挙
人
に
、
公
約
を
掲
載
し
た
回
状
を
宛
て
て
い
る
し
、
ジ
ロ
ン
ド
県
で
は
、

　
元
セ
ー
ヌ
県
知
事
の
オ
ス
マ
ン
が
レ
ス
パ
ー
ル
郡
の
選
挙
人
に
手
紙
を
宛
て
、
立

　
候
補
す
る
旨
を
知
ら
せ
て
い
る
。
鎗
、
置
口
。
o
舜
一
。
。
G
。
一
∴
鎗
』
0
8
0
け
一
。
。
o
。
一
’
無
論
、

　
本
稿
で
主
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
新
聞
も
囲
路
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
選
挙

　
期
間
中
に
掲
示
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
や
、
配
布
さ
れ
る
ビ
ラ
も
候
補
者
の
周
知
に
資

　
し
た
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
　
名
簿
式
投
塵
室
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
過
程
…
一
八
八
五
年
の
下
院
議
員
総
選
挙

第
一
節
　
候
補
者
名
簿
の
作
成

本
章
で
は
、
名
簿
式
投
票
制
に
お
け
る
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
紙
幅
の
浪
費
を
避
け
る
た
め
、
こ
こ
で
は

投
票
形
態
の
変
化
に
伴
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
部
分
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。
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名
簿
式
投
票
制
は
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
候
補
者
名
簿
の
作
成
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
名
簿
の
作
成
か
ら
選
出
過
程
の
分
析
を
始
め
る
。

ま
ず
、
名
簿
作
成
の
主
体
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
マ
ル
ヌ
県
で
は
、
県
の
「
全
て
の
小
郡
が
代
表
さ
れ
」
た
「
共
和
派
代
表
大
会
の
総

会
」
が
開
か
れ
、
二
度
の
会
議
と
、
九
人
の
候
補
者
が
演
説
し
た
一
度
の
討
議
の
後
に
、
投
票
を
経
て
、
六
人
が
候
補
者
と
し
て
「
宣
言
」
さ

　
　
　
①

れ
て
い
る
。
同
様
に
、
セ
ー
ヌ
“
工
闘
マ
ル
ヌ
県
で
も
、
「
公
開
集
会
で
正
規
に
選
出
さ
れ
た
後
援
会
の
メ
ン
バ
ー
、
お
よ
び
共
和
派
県
議
会

議
員
、
郡
議
会
議
員
、
市
長
」
が
招
集
さ
れ
た
、
候
補
者
を
議
席
数
と
同
数
ま
で
絞
り
込
む
た
め
の
「
共
和
派
代
表
」
の
集
会
が
開
か
れ
、
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

候
補
者
の
演
説
の
後
に
、
投
票
を
経
て
、
候
補
者
が
「
指
名
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
名
簿
作
成
の
代
表
的
な
主
体
と
し
て

結
社
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
前
章
と
同
様
、
そ
れ
以
外
の
集
団
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
セ
ー
ヌ
県
で
は
、
コ
六
三
の
労
働
会
議
所
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

団
体
、
委
員
会
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
連
合
」
が
名
簿
を
作
成
し
、
「
革
命
的
社
会
主
義
連
合
委
員
会
」
に
そ
の
「
名
簿
を
送
付
し
て
」
い
る
。

ま
た
、
ジ
ェ
ー
ル
県
で
は
、
共
和
派
の
名
簿
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
対
し
て
、
翼
レ
ピ
ュ
ブ
リ
カ
ン
・
デ
ュ
・
ジ
ェ
ー
ル
㎏
紙
の
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
ち
」
が
株
主
総
会
に
て
候
補
者
を
「
指
名
」
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
多
様
な
主
体
が
名
簿
作
成
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
名
簿
作
成
の
主
体
と
し
て
、

前
章
で
検
討
し
た
「
選
挙
集
団
」
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
選
挙
集
団
」
が
選
挙
区
内
に
潜
在
的
に
複
数
あ
る
こ
と
も
前
章
で
確
認
し
た

通
り
で
あ
る
。
名
簿
再
投
票
制
で
の
選
挙
区
は
、
単
記
式
投
票
制
に
お
け
る
郡
よ
り
広
く
、
県
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
単
記
式
投
票
制
下
の
選

挙
区
が
複
数
集
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
「
選
挙
集
団
」
も
よ
り
多
く
な
る
。
名
簿
式
投
票
制
で
は
、
「
選
挙
集
団
」
が

大
会
と
し
て
集
い
、
そ
こ
で
候
補
者
を
絞
り
込
ん
だ
後
に
、
最
終
的
な
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
。
票
が
繋
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
共
和
派

や
保
守
派
と
い
っ
た
、
一
定
の
目
的
や
利
害
を
同
じ
く
す
る
単
位
で
単
一
の
名
簿
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
前
章
と
同
様
、
候
補
者
決
定
の
瞬
間
（
こ
こ
で
は
名
簿
作
成
の
瞬
間
）
を
問
題
に
し
た
い
。
本
節
の
冒
頭
で
示
し
た
マ
ル
ヌ
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

事
例
に
関
し
て
は
、
「
投
票
数
三
＝
二
面
示
、
絶
対
多
数
一
五
七
票
」
と
新
聞
紙
上
に
書
か
れ
て
い
る
。
同
様
に
セ
ー
ヌ
日
工
雛
マ
ル
ヌ
県
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

例
で
も
、
候
補
者
の
獲
得
票
数
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
検
討
に
付
し
た
候
補
者
決
定
の
瞬
間
と
は
対
照
的
に
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
数
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字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
名
簿
式
投
票
制
で
は
、
選
挙
区
内
の
多
様
な
「
選
挙
集
団
」
が

大
会
と
し
て
招
集
さ
れ
て
名
簿
が
作
成
さ
れ
る
。
招
集
さ
れ
る
と
い
う
性
格
上
、
参
加
者
の
把
握
も
容
易
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
投
票
数
を

把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
共
和
派
や
保
守
派
と
い
っ
た
単
位
で
単
一
の
名
簿
を
作
成
す
る
名
簿
式
投
票
制
で
あ
る
が
、
実
際
の
一
八
八
五
年
総
選
挙
で

は
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
共
和
派
内
の
分
裂
に
伴
い
、
大
半
の
県
で
共
和
派
に
よ
る
名
簿
が
複
数
作
ら
れ
た
。
『
ル
・
プ
チ
・
ジ
ュ
ル
ナ
ル
蜘

紙
掲
載
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
候
補
者
名
簿
の
一
覧
を
見
る
と
、
一
八
八
五
年
総
選
挙
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
に
存
す
る
八
八
選
挙
区
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

共
和
派
名
簿
が
一
つ
に
統
一
・
さ
れ
た
選
挙
区
は
二
四
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
セ
ー
ヌ
県
で
は
、
共
和
派
だ
け
で
一
〇
も
の
候
補
者
名

　
　
　
　
　
　
　
⑧

簿
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
保
守
派
は
、
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
て
い
る
選
挙
区
す
べ
て
で
統
一
の
名
簿
を
作
っ
た
。
ユ
ア
ー
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
保
守
派
は
、
王
党
派
と
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
の
間
で
右
派
雪
避
な
る
選
挙
同
盟
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ

う
な
状
況
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
単
記
式
投
票
制
下
の
選
挙
と
同
じ
く
、
立
候
補
に
は
「
選
挙
集
団
」
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
選
挙

区
内
に
、
多
様
に
、
か
つ
複
数
存
在
し
た
。
し
か
し
、
名
簿
式
投
票
制
で
は
県
を
選
挙
区
の
単
位
と
し
て
い
る
た
め
に
、
よ
り
広
範
に
、
よ
り

多
く
の
「
選
挙
集
団
」
が
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
、
単
一
の
候
補
者
名
簿
作
成
の
た
め
に
、
選
挙
区
内
の
多
様
な
「
選
挙
集
団
」
を
大
会
と
し
て

招
集
し
、
名
簿
作
成
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
候
補
者
名
簿
の
作
成
過
程
を
見
て
き
た
が
、
立
候
補
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
候
補
者
名
簿
に
載
る
必
要
は
な
く
、
独
立
で
の
立

候
補
も
可
能
で
あ
っ
た
。
前
出
の
『
ル
・
プ
チ
・
ジ
ュ
ル
ナ
ル
隔
紙
掲
載
の
候
補
者
名
簿
一
覧
に
よ
れ
ば
、
～
八
八
五
年
総
選
挙
に
お
い
て
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

製
し
て
立
候
補
…
し
た
候
補
者
は
三
一
人
（
二
一
県
）
い
た
。
し
か
し
、
独
立
し
て
立
候
補
し
た
候
補
者
の
数
が
候
補
者
全
体
の
数
に
占
め
る
割

合
は
僅
か
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
総
選
挙
に
お
け
る
共
和
派
の
候
補
者
数
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
に
限
れ
ば
一
、
一
～
八
人
、
同
じ
く
保
守
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

候
補
者
数
は
五
四
九
人
、
全
体
で
一
、
六
六
七
人
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
独
立
し
て
立
候
補
し
た
候
補
者
の
割
合
は
金
体
の
約
一
・
九
％
に
過
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ぎ
な
い
。
や
は
り
名
簿
式
投
票
制
に
お
い
て
は
、
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
立
候
補
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、

統
一
さ
れ
た
投
票
用
紙
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
候
補
者
は
自
ら
の
名
を
記
し
た
投
票
用
紙
を
添
付
し
た
形
で
ビ
ラ
を
配
布
し
て
い
た
。
選

挙
人
は
そ
れ
を
切
り
取
っ
て
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
「
選
挙
集
団
」
は
ビ
ラ
に
、
名
簿
記
載
の
全
候
補
者

の
名
を
記
し
た
投
票
用
紙
を
添
付
し
て
配
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
票
の
獲
得
が
見
込
め
る
候
補
者
と
同
じ
名
簿
に

記
載
さ
れ
れ
ば
、
自
ら
の
当
選
確
率
も
上
昇
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
選
挙
に
は
莫
大
な
費
用
が
必
要
と
な
る
た
め
、

候
補
者
は
「
委
員
会
」
の
支
持
が
必
要
で
あ
っ
た
。
特
に
、
名
簿
式
投
票
制
で
は
、
選
挙
区
が
県
と
な
り
、
単
記
式
投
票
制
に
比
べ
て
は
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
広
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
選
挙
費
用
も
高
額
と
な
る
。
ま
た
、
広
大
な
選
挙
区
を
前
に
し
て
、
資
金
の
み
な
ら
ず
、
「
選
挙
集
団
」

が
有
す
る
人
的
資
源
や
組
織
力
を
、
候
補
者
は
渇
望
し
た
に
違
い
な
い
。
一
例
と
し
て
、
前
章
で
示
し
た
「
ヴ
ァ
ン
デ
県
共
和
主
義
協
会
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

前
述
の
通
り
、
中
央
委
員
会
を
頂
点
と
す
る
階
層
の
も
と
に
小
郡
委
員
会
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
な
上
意
下
達
の
組
織
網
は
、
効
率
的
な
選
挙

活
動
を
可
能
に
し
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
、
ほ
と
ん
ど
の
候
補
者
に
名
簿
へ
の
記
載
を
選
好
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
候
補
者
名
簿
の
作
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
次
節
で
は
、
候
補
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
た
後
の
選
挙
に
お
け
る
活
動
を
見
る
こ
と

と
し
た
い
。
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第
二
節
　
候
補
者
名
簿
作
成
後
の
活
動

　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
候
補
者
は
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
名
簿
は
し
ば
し
ば
改
変
さ
れ
た
。
ピ
レ
ネ

同
ゾ
リ
ア
ン
タ
ル
県
で
は
、
「
急
進
社
会
主
義
同
盟
の
大
会
」
で
の
名
簿
作
成
後
、
そ
こ
で
「
指
名
」
さ
れ
た
候
補
者
の
一
人
が
、
当
該
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
べ
て
の
急
進
派
の
統
合
を
優
先
し
て
立
候
補
を
辞
退
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
名
簿
作
成
の
後
に
、
候
補
者
が
名
簿
へ
の
記
載
を

辞
退
ま
た
は
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
候
補
者
の
辞
退
や
拒
否
、
あ
る
い
は
他
の
要
因
で
名
簿
に
空
席
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
に
修
正
さ
れ
る
の
か
。
ア
リ
エ
ー
ジ
ュ
県
で
は
、
「
進
歩
主
義
的
共
和
派
名
簿
の
候
補
者
」
の
一
人
が
死
亡
し
た
の
を
受
け
て
「
大
会
が
招
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⑮

集
」
さ
れ
、
新
し
い
候
補
者
が
選
ば
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
バ
ス
“
ピ
レ
ネ
県
で
は
県
大
会
が
開
か
れ
、
死
亡
し
た
候
補
者
の
プ
ラ
デ
ロ
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ド
ゥ
に
代
え
て
、
元
モ
レ
オ
ン
婦
長
の
ベ
ル
ド
リ
が
候
補
者
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ワ
レ
県
で
は
、
共
和
派
大
会
に
お
い
て
決
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
候
補
者
の
辞
退
を
受
け
て
、
大
会
の
投
票
で
次
点
で
あ
っ
た
候
補
者
が
、
後
を
継
ぐ
形
で
立
候
補
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
大
会

が
再
招
集
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
オ
ー
ト
目
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
県
の
事
例
の
よ
う
に
、
委
員
会
内
で
代
わ
り
の
候
補
者
が
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ

⑱た
。
修
正
の
あ
り
方
は
実
に
多
様
を
極
め
た
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
名
簿
の
修
正
と
並
行
し
て
、
単
記
式
投
票
制
と
同
様
、
選
挙
集
会
が
開
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

か
。
例
え
ば
、
パ
n
ド
u
カ
レ
県
で
は
、
公
開
集
会
で
候
補
者
の
演
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
集
会
に
は
、
共
和
派
の
演
説
者
に
対
し
て
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

論
ず
る
た
め
に
、
多
く
の
保
守
派
選
挙
人
も
参
加
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
経
済
問
題
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
候
補
者
の
演
説
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
事
例
か
ら
は
、
演
説
の
場
と
し
て
の
選
挙
集
会
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
選
挙
集
会
の
様
子
は
、
一
見
す
る
と
単
記
式
投
票
制
下
の
そ
れ
と
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
候

補
者
や
選
挙
人
の
活
動
の
み
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
う
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お

い
て
選
挙
集
会
を
見
れ
ば
、
そ
の
有
す
る
意
味
の
違
い
に
気
づ
く
。
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
単
記
式
投
票
制
で
は
、
「
選
挙
集
団
」
に
支

持
さ
れ
る
候
補
者
が
、
選
挙
集
会
に
お
い
て
絞
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
選
挙
集
団
」
に
加
入
し
て
い
な
い
一
般
の
選
挙
人
も
、
選

挙
集
会
を
介
し
て
、
候
補
者
の
一
本
化
に
一
定
程
度
関
与
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
名
簿
式
投
票
制
で
は
県
が
選

挙
区
の
単
位
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
、
中
心
と
な
る
「
選
挙
集
団
」
に
よ
っ
て
大
会
が
招
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
こ
に
　

般
の
選
挙
人
の
姿
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
名
簿
式
投
票
制
で
は
候
補
者
を
絞
り
込
む
過
程
が
、
本
節
で
見
た
選
挙
集
会
以
前
に
、
す
で
に

「
選
挙
集
団
」
構
成
員
の
問
で
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
大
会
は
、
選
挙
期
間
が
始
ま
る
前
に
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
こ
と
も
あ
り
、
～
般
の
選
挙
人
が
介
入
し
な
い
形
式
で
の
、
候
補
者
を
絞
り
込
む
過
程
が
こ
こ
で
は
見
ら
れ
る
。
両
投
票
形
態
に
お
け
る

選
挙
集
会
の
大
き
な
実
践
の
相
違
と
言
え
る
。
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こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
章
で
、
下
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
諸
主
体
の
実
践
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
分
析
の
焦
点
は
選
挙
期
間
に
置
か
れ
て

き
た
。
そ
れ
で
は
最
後
に
、
選
挙
当
日
す
な
わ
ち
投
票
日
の
行
動
に
つ
い
て
検
討
し
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
関
す
る
考
察
を
締
め
く
く
り

　
⑳

た
い
。
両
投
票
形
態
は
投
票
の
仕
方
が
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
関
し
て
は
共
通
す
る
部
分
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
扱
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
た
。
本
節
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
タ
ン
シ
ュ
ー
に
よ
る
浩
灘
な
研
究
に
拠
り
な
が
ら
、
投
票
に
関
係
す
る
主
体
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え

で
、
投
票
の
流
れ
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
第
三
共
和
政
期
の
下
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
、
投
票
日
は
一
日
の
み
（
投
票
時
間
は
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
）
で
あ
り
、
投
票
所
は
市

役
所
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
地
方
の
状
況
や
選
挙
人
の
数
を
考
慮
し
、
市
が
幾
つ
か
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

場
合
は
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
投
票
所
が
設
置
さ
れ
た
。
投
票
所
に
は
議
長
、
補
佐
、
書
記
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
務
局
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

主
体
と
し
て
の
事
務
局
が
い
か
な
る
人
物
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
考
え
た
い
。

　
議
長
は
、
当
該
市
に
事
務
局
が
一
つ
の
場
合
、
市
長
に
よ
っ
て
務
め
ら
れ
る
。
彼
ら
が
当
日
不
在
の
場
合
、
助
役
か
市
議
会
議
員
が
議
長
を

務
め
る
こ
と
と
な
る
。
事
務
周
が
複
数
存
在
す
る
市
で
は
、
市
長
が
一
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
選
び
、
残
り
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
議
長
は
助
役
か
市

議
会
議
員
に
よ
っ
て
撫
わ
れ
る
。
彼
ら
が
い
な
い
場
合
、
市
長
が
選
挙
人
か
ら
議
長
を
選
出
す
る
。
補
佐
は
、
選
挙
数
日
前
に
市
長
が
市
議
会

議
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。
複
数
の
事
務
局
が
存
在
す
る
場
合
、
協
議
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
そ
の
際
、
選
挙
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
セ

ク
シ
ョ
ン
に
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
市
議
会
議
員
が
不
足
す
る
と
き
は
、
投
票
所
に
出
席
し
て
い
る
最
年
長
と
最
年
少
の
選
挙
人
に

割
り
当
て
ら
れ
る
。
書
記
は
読
み
書
き
可
能
な
選
挙
人
か
ら
選
ば
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
選
挙
当
日
の
投
票
に
お
い
て
は
市
長
や
助
役
、
市
議
会
議
員
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
地
方
議
員
が
あ
る
程
度
特
別
な
形
で
参
与

し
て
い
た
と
言
え
る
。
彼
ら
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
務
局
を
中
心
に
進
め
ら
れ
る
投
票
の
流
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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投
票
日
に
は
選
挙
人
が
投
票
所
に
招
集
さ
れ
る
。
投
票
時
間
に
な
る
と
、
議
長
が
選
挙
人
名
簿
の
順
に
し
た
が
っ
て
、
選
挙
人
の
点
呼
を
行

う
。
呼
ば
れ
た
選
挙
人
は
、
集
会
の
外
で
予
め
記
入
し
た
、
あ
る
い
は
候
補
者
名
が
初
め
か
ら
記
載
さ
れ
た
投
票
用
紙
と
、
行
政
当
局
か
ら
発

行
さ
れ
た
選
挙
人
カ
ー
ド
を
持
っ
て
事
務
局
へ
と
向
か
う
。
そ
こ
で
選
挙
人
は
選
挙
人
カ
ー
ド
を
議
長
に
渡
し
、
事
務
局
の
手
申
に
収
め
ら
れ

た
選
挙
人
カ
ー
ド
は
補
佐
の
一
人
に
よ
っ
て
そ
の
一
隅
が
切
ら
れ
る
。
次
に
、
選
挙
人
は
投
票
用
紙
を
議
長
に
渡
し
、
議
長
は
他
の
投
票
用
紙

な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
投
票
用
紙
を
確
認
し
、
そ
れ
を
投
票
箱
に
入
れ
る
。
投
票
と
同
時
に
、
補
佐
の
～
人
と
書
記
は
記
載
表
の
名
前
の

部
分
に
、
投
票
者
の
名
前
ま
た
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
記
入
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
人
の
選
挙
人
の
投
票
は
終
了
す
る
。
第
三
共
和
政
期
に
は
、

こ
の
よ
う
な
一
連
の
作
業
を
繰
り
返
し
て
投
票
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
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⑪
　
一
八
八
五
年
総
選
挙
時
に
は
、
複
数
の
選
挙
区
で
の
立
候
補
が
可
能
で
あ
っ
た

　
　
こ
と
、
ま
た
岡
一
選
挙
区
に
お
け
る
複
数
の
名
簿
へ
の
記
載
も
可
能
で
あ
っ
た
こ

　
　
と
を
考
え
る
と
、
単
純
に
各
県
の
候
補
者
数
を
合
算
す
る
の
み
で
は
正
し
い
候
補

　
　
者
数
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
嗣
じ
姓
の
も
の
は
名
前

　
　
で
区
別
で
き
な
い
限
り
、
岡
一
人
物
と
み
な
し
て
計
算
し
て
い
る
。
正
確
を
期
す

　
　
な
ら
ば
各
候
補
者
に
つ
い
て
人
物
同
定
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
は
候
補

　
　
者
で
あ
っ
て
議
員
で
は
な
い
た
め
史
料
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
同
姓
の

　
　
人
物
の
数
自
体
も
全
体
か
ら
見
る
と
少
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
誤
差
は
生
じ
な

　
　
い
と
考
え
、
上
記
の
よ
う
な
方
法
で
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
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ト
ー
ー
ロ
ワ
ー
ル
県
で
は
、
共

　
和
派
の
候
補
者
名
簿
が
、
九
月
二
B
に
招
集
さ
れ
た
集
会
に
て
決
定
し
て
い
る
。

　
嬉
’
一
㊤
。
。
8
8
ヨ
σ
話
一
Q
。
○
。
9

⑳
　
投
票
日
の
活
動
に
関
し
て
は
、
内
務
大
臣
が
各
県
知
事
に
宛
て
た
、
下
院
議
員

　
選
挙
に
お
け
る
行
政
当
局
の
役
割
を
指
示
し
た
回
状
を
も
と
に
再
現
し
て
い
る
。

　
当
該
回
状
は
～
八
八
一
年
総
選
挙
お
よ
び
一
八
八
五
年
総
選
挙
の
際
に
発
せ
ら
れ

　
て
い
る
。
各
総
選
挙
の
際
の
圃
状
に
関
し
て
は
、
順
に
以
下
を
参
照
。
し
ロ
ミ
ミ
§

　
§
6
ミ
ミ
燃
ミ
註
§
惹
譜
N
、
賊
ミ
野
§
ミ
．
7
0
。
レ
Q
。
Q
。
｝
。
弓
P
ω
b
⊃
早
ω
心
一
∴
奪
ミ
．
客

　
P
一
。
。
。
。
9
暑
」
8
幽
一
ω
．

⑫
↓
磐
0
9
舞
、
号
6
蹄
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
の
下
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
、
単
記
式
投
票
制
と
名
簿
式
投
票
制
と
い
う
二
つ
の
投
票
形

態
下
で
の
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
検
討
し
て
き
た
。
検
討
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
主
要
な
史
料
と
し
て
新
聞
史
料
、
特
に
中
央
紙
を
使
用
し

た
た
め
、
事
例
の
地
方
的
な
偏
り
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
的
な
差
異
を
見
過
ご
し
て
い
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ

う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
選
挙
の
実
践
の
あ
り
方
は
全
国
的
に
、
h
選
挙
集
団
」
に
影
響
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
「
選
挙
集
団
」
の
数
な
ど
に
影
響
を
与
え
る
、
人
口
や
当
地
の
人
々
の
政
治
意
識
の
程
度
な
ど
が
、
選
挙
区
レ
ベ

ル
で
の
地
域
的
特
性
を
生
む
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
地
域
性
を
生
じ
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
選
挙
に
お
け
る
社
会
的
結
合
の
重
要
性
を

指
摘
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
、
よ
り
精
緻
に
考
察
を
重
ね
る
必
要
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
は
「
議
会
共
和
政
」
と
さ
れ
る
第
三
共
和
政
期
の
下
院
議
員
選
挙
を
、
諸
主
体
の
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
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こ
れ
ま
で
の
憲
章
で
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
を
中
心
に
、
選
挙
に
お
け
る
政
治
的
な
集
団
的
行
動
様
式
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

る
。
そ
の
中
で
も
特
に
強
調
す
べ
き
こ
と
を
、
以
下
に
ま
と
め
た
い
。

　
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
投
票
形
態
で
も
や
り
方
に
違
い
は
あ
れ
、
立
候
補
に
関
し
て
「
選
挙
集
団
」
が
強
い
主
導

性
を
発
揮
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
地
方
議
員
を
中
心
に
、
社
会
の
上
層
に
位
置
す
る
人
々
が
加
入
し
て
お
り
、
地
方
議
員
を
申
核
と
し
た
社

会
的
結
合
関
係
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
「
選
挙
集
団
」
に
支
持
さ
れ
る
候
補
者
は
、
そ
の
大
部
分
が
地
方
議
員
で
あ
り
、
社
会

的
出
自
も
上
流
階
層
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
候
補
者
は
、
「
選
挙
集
団
」
に
よ
っ
て
主
と
し
て
開
催
さ
れ
る
選
挙
集
会
に
お
い
て
、
選

挙
人
を
も
交
え
た
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
く
。
彼
ら
は
最
終
的
に
、
選
挙
当
日
の
投
票
の
結
果
、
下
院
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
選
挙
集
団
」
の
中
核
と
し
て
、
そ
し
て
他
方
で
候
補
者
と
し
て
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
積
極
的
に
関
与
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
①

彼
ら
以
外
の
「
選
出
職
」
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
以
上
を
踏
ま
え
、
「
議
会
共
和
政
」
を
議
員
と
い
う
視
角
か
ら
理
解
す
る
視
座
に
つ
い
て
展
望
を
示
し
た
い
。
現
在
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

近
現
代
史
に
お
い
て
、
議
員
研
究
は
主
と
し
て
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
手
法
を
用
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
集
団
と

し
て
の
各
議
員
職
に
関
し
て
重
要
な
知
見
が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
そ
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

法
か
ら
し
て
、
各
議
員
職
そ
れ
自
体
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
職
は
兼
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
一
人
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

治
家
の
政
治
人
生
に
お
い
て
も
、
複
数
の
議
員
職
が
階
梯
的
に
経
験
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
個
別
の
議
員
職
で
は

な
く
、
「
選
出
職
」
と
い
う
、
よ
り
広
い
枠
組
み
に
お
い
て
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
第
三
共
和
政
は
、
本
稿
に
お
い

て
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
院
の
優
越
に
示
さ
れ
る
「
議
会
共
和
政
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下
院
議
員
の
選
出
過
程
に
は
他
の
「
選
出

職
」
の
関
与
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
彼
ら
が
い
ず
れ
下
院
議
員
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
の
議
員
職
と
い
う
枠
組

み
を
越
え
、
「
選
出
職
」
全
体
で
考
え
る
視
座
を
新
し
い
研
究
枠
組
み
と
し
て
提
示
す
る
と
と
も
に
、
各
議
員
職
を
包
括
す
る
、
「
議
会
共
和

政
」
の
政
治
文
化
の
理
解
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
検
討
し
た
下
院
議
員
の
選
出
過
程
は
、
「
選
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出
職
」
内
の
議
員
皇
軍
の
移
動
、
お
よ
び
「
選
出
職
」
と
い
う
枠
組
み
の
外
か
ら
内
、
も
し
く
は
内
か
ら
外
へ
の
移
動
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
論
を
、
よ
り
具
体
的
に
か
つ
精
緻
に
す
る
に
は
、
要
と
な
る
「
選
挙
集
団
」
の
有
す
る
社
会
的
結
合
関
係
を
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要

が
ま
ず
も
っ
て
あ
る
。
ま
た
、
今
田
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
保
守
派
の
選
挙
に
お
け
る
集
団
的
行
動
様
式
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

共
和
派
の
政
治
文
化
の
特
質
に
迫
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
選
挙
に
お
け
る
集
団
的
行
動
様
式
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
こ
に
意
味

を
読
み
解
く
こ
と
が
、
政
治
文
化
理
解
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
上
述
の
政
治
的
階
梯
や
兼
任
の
問
題
を
政
治
文
化
と
し
て
捉
え
、

考
察
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
り
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

①
「
選
出
職
」
と
し
て
は
、
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
下
院
議
員
の
他
に
、
選
挙

　
で
選
出
さ
れ
る
、
上
院
議
員
、
県
議
会
議
員
、
郡
議
会
議
員
、
市
議
会
議
員
、
市

　
長
・
助
役
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
上
院
議
員
は
普
通
選
挙
に
よ
ら
な
い
も
の
の
、

　
こ
れ
ら
の
「
選
出
職
」
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
市
長
・
助
役
の
選
出
は
、
一
八

　
八
二
年
か
ら
市
議
会
議
員
に
よ
る
互
選
と
な
っ
て
い
る
。

②
本
稿
で
引
用
し
て
い
る
も
の
も
含
め
、
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
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O
O
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∴
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》
撃
騨
8
①
け
卑
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㌣
）
”
卜
偽
物
ミ
職
譜
吻
§
ぎ
ミ
鴨
§
9
、
軽
へ
N
ミ
織
鳩
§

、
§
麸
ぎ
集
＄
ぎ
霧
留
｝
Φ
ω
。
吾
。
唇
Φ
’
雰
旨
」
O
。
。
曾
長
井
伸
仁
「
第
三
共
和

　
政
期
の
パ
リ
市
議
会
議
員
（
一
八
七
～
1
一
九
　
四
年
）
」
『
史
林
田
熊
工
－
四
、

　
一
九
九
九
年
、
五
二
五
－
五
六
〇
頁
（
以
下
、
長
井
、
門
パ
リ
市
議
会
議
員
」
と

　
略
す
）
。
同
「
議
員
と
そ
の
資
塵
一
第
三
共
和
政
前
半
期
（
一
八
七
〇
～
一
九

　
一
四
年
）
の
パ
リ
市
議
会
議
員
の
事
例
」
『
社
五
経
濟
織
姫
㎞
六
七
一
六
、
二
〇

　
〇
二
年
、
六
七
一
一
六
八
八
頁
。

　
　
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
に
お
け
る
研
究
手
法
と
し
て
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ

　
ィ
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
長
井
伸
仁
「
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
ミ
ク
ロ
の

　
社
会
史
ー
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
研
究
の
動
向
か
ら
一
」
槻
思
想
㎞
　
一
〇
三
二
、

　
二
〇
～
○
年
、
一
四
三
－
一
五
九
頁
。

③
例
え
ば
、
ノ
ー
ル
県
や
パ
朋
ド
開
カ
レ
県
で
は
、
五
一
－
七
〇
％
の
議
員
が
複

　
数
の
委
任
を
兼
任
し
て
い
る
し
、
サ
ル
ト
県
選
出
の
下
院
議
員
も
、
多
く
が
県
議

　
会
議
員
や
市
長
を
兼
任
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ψ
O
巨
訂
蠕
臼
Φ
卑
し
d
．

　
冨
9
跨
ρ
《
国
ω
ω
国
号
。
。
旨
夢
Φ
ω
Φ
誌
面
8
巴
Φ
》
」
き
ω
一
ζ
錯
Φ
舞
9
巴
器
簿

　
O
o
同
σ
ぎ
（
象
贋
．
）
、
9
’
無
野
島
．
。
。
b
。
影
印

④
議
会
へ
の
道
は
地
方
議
員
職
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
最
も
多
い
。
H
潟
町
．
も
．
。
。
N
．

　
下
院
議
員
選
挙
の
候
補
者
の
大
部
分
が
、
市
長
、
市
議
会
議
員
、
県
議
会
議
員
か

　
ら
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
共
和
政
商
に
上

　
院
議
員
に
な
っ
た
～
、
七
〇
九
人
の
う
ち
、
九
三
八
人
が
下
院
議
員
か
ら
上
院
議
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員
と
な
っ
て
い
る
。
竃
．
U
o
ぴ
q
磐
’
《
ピ
8
0
Q
ひ
く
陣
鼠
α
Φ
ω
o
胃
「
強
弾
ω
O
o
野
δ
¢
㊦
ρ
d
5
Φ

σ
δ
讐
巷
三
Φ
8
　
δ
o
甑
く
Φ
》
．
α
き
ω
n
竃
錠
Φ
9
0
冨
ぎ
①
Φ
け
O
o
燥
ぎ
（
臼
「
．
）
’
魯
．

9
野
P
b
。
0
9
パ
リ
市
議
会
議
員
も
、
四
五
二
名
中
一
三
九
入
が
パ
リ
市
議
会
を
離

れ
た
後
も
議
員
と
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The　Electoral　Process　of　the　Deputies　of　the　Early　Freitch

　　　　　　　　　　　　　　　Third　Republic　（1870－1914）　：

La　Re’Publique　Parlementaire　Seen　Through　lts　Elections

by

TANIGUCHI　Ryosei

　　French　Third　Republic　is　often　called　“la　Republique　parlementaire．”　lt　is

characterized　by　the　prominence　of　leglslative　power，　especially　the

Chamber　of　Deputies，　in　contrast　to　executive　power．　So，　if　the　French

representative　system　took　root　then，　we　need　to　consider　the　political

culture　of　the　e’lus，　who　were　its　main　actors，

　　This　article　interprets　1α1～⑳zめ1勿鋸ρα〃ementaire　through　a　cons圭deration

of　the　e’lus．　For　that　purpose，　particuiar　importance　is　placed　on　tke　role　of

eiections．

　　In　sectioR　1，　research　on　elections　iR　French　modern　history　is　examined

critically，　and　the　object　of　study　in　this　artic｝e　is　clarified．　There　have　been

two　approaches　in　the　research　on　elections　in　modern　French　history．　One

is　the　legal　historical　approach，　which　has　focused　oR　electoral　systems，

legislation　and　rights．　The　other　is　the　politica｝　historical　approach，　which

has　considered　the　meaning　of　elections　in　terms　of　politics．　The　latter　has

focused　especlally　on　interpretation　of　eiectoral　results．　ln　contrast，　electoral

practices　have　been　overlooked　in　this　approach．

　　But，　since　1980s，　research　focusing　on　some　e｝ectoral　practices　（the　social

and　cuitural　historical　approach）　has　multiplied．　Various　research　on

electoral　practices，　however，　has　treated　separate　practices，　but　not

explained　them　systematically　as　one　process．

　　This　article　therefore　establishes　the　as　yet　unexamined　axis　of　the

electoral　process　of　deputies　in　order　to　gain　a　systematic　comprehensioB　of

electoral　practices．　And，　coRsidering　the　process　as　a　“mixture”　of　various

practices，　the　collective　behavioral　patterns　of　various　actors　in　elections　is

explained．

　　In　this　article，　the　object　of　study　is　the　legislative　elections　during　the

first　half　of　the　Third　Republic．　There　were　at　the　time　two　modes　de
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scrutin，　a　scrutin　uninomifial　and　a　scrutin　de　liste．　This　article　thus　focuses

in　particular　on　the　general　legisla£ive　elections　of　1881　and　1885　as　electioRs

coRducted　under　each　voting　method，　and　examines　exclusively　the　electoral

practices　of　the　republicans．

　　In　section　2，　the　electoral　process　of　deputies　under　the　scrutin　uninominal

is　lnvestigated．　ln　the　appearance　of　candidates，　the　initiative　of　a　group

based　on　some　social　bond　igrouPes　e’lectorals），　for　example　a　committee　or

soclety，　was　strong．　lt　is　supposed　that　it　was　notables　who　comprised　their

membership，　and　at　their　core　were　the　e’lzts　locals　in　particular．　So，　there

would　be　a　social　group　around　which　they　centered　in　the　gア。ゆθs
e’撃?ｃｔｏｒａｌｓ．　On　the　other　hand，　most　candidates　who　had　received　their

support　were　also　chosen　especially　from　the　e’lus　locals．　The　grompes
e’撃?ｃｔｏｒａｌｓ　existed　in　multiples　in　the　same　constituency．　So，　the　candidates

who　had　received　their　support　also　existed　in　multiples．　lt　was　in　election

meetings　that　the　narrowing　of　candidates　was　put　into　practice．

　　In　the　election　meetings，　the　candidates　made　speeches，　the　electorates

defended　or　criticized　them，　and　finally　the　candidates　were　chosen　and

approved．　The　electorates　not　belonging　to　the　grouPes　e’lectorals　thus

participated　in　the　narrowing　of　candidates．

　　In　section　3，　the　electoral　process　under　the　scrutin　de　liste　is　examined．　lt

started　from　the　creation　of　the　lists　of　candidates　by　the　grouPes　e’lectorals．

They　got　together　in　congress，　and　created　them．　After　their　creation，

election　meetings　were　hold　But　the　meaning　of　these　meetings　was

different　from　those　under　the　scrutin　uninominal．　ln　contrast　to　the

eiectoral　meetings　under　the　scrzttin　uninominal，　there　was　little　room　for

the　electorates　not　belongiRg　to　the　groul）es　e’lectorals　to　participate　under

the　scrutin　de　liste．

　　Based　on　the　above　examinatioR，　this　article　explains　the　fol｝owing　points．

　　In　the　appearaRce　of　candidates，　the　grouPes　e’lectorals　held　the　initiative，

regardless　of　voting　methods．　There　were　the　social　groups　on　which　the
e’撃浮刀@locals　were　centered．　And　most　candidates　who　were　supported　by

them　were　also　e’lus　locals．　They　conducted　various　activities　with　the

electorates　in　election　meetings．　As　the　result　of　an　election，　they　would

fiRally　be　elected　deputies．　The　e’lzts　（namely，　se’nateurs，　de’Pute’s，　conseillers

ge’ne’raux，　d’arrondissements　and　mzcniciPaux，　maires　and　adioints）

participated　in　the　electoral　process　for　deputies　as　the　core　of　the　grouPes

e’撃?ｃｔｏｒａｌｓ　and　the　candidates．

　　Based　on　these　conclusions，　the　following　poiRts　can　be　elucidated．
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Recently，　assemblymeR　have　been　researched　mainly　with　a
prosopograpkical　approach　in　modern　and　coRtemporary　FreRch　history．　But

the　focus　has　been　on　the　occupations　of　assemblymen．　The　occupations　of

the　assemblymen　were　often　heid　as　concurrent　posts，　and，　in　the　politicai

life　of　one　politician，　plural　occupations　of　the　assemblymen　might　be

experienced　gradually　over　time．　So　they　need　to　be　researched　in　the

framework　of　the　people　who　were　elected，　not　each　individual

assemblyman．　1　present　here　a　perspective　for　reconsidering　the　framework

for　the　entire　body　of　people　who　were　elected　aRd　hope　to　comprehend　the

political　culture　of　la　Re’Publique　Parlementaire　that　embraces　the　e’lus　in　this

new　framework．

　The　Significance　of　the　Debate　on　“ln　the　Names　of

Their　Respective　People”　in　Reassessing　the　Debate　on

　　　　　　　　　　　　　　the　Kellogg－Briand　Pact

　　　　　　　　　as　an　lnstrument　of　National　Policy

by

SAKAI　Kazuomi

　　　The　aim　of　this　paper　is　to　explore　the　relationship　betweeR　the

democratization　of　diplomacy　and　international　cooperative　diplomacy

through　an　examination　of　the　domestic　debates　that　broke　out　in　Japan　over

the　Kellogg一一Briand　Pact　as　an　lnstrument　of　National　Policy．　The

Kellogg－Briand　Pact　was　proposed　by　the　United　States，　but　it　was　not

inteRded　to　actually　renounce　war　but　to　pander　instead　to　the　anti－war

sentiment　of　the　public．　A｝though　the　Kellogg－BriaRd　Pact　had　the　character

of　an　international　peace　prociamation，　tke　clause　reading　“in　the　names　of

thelr　respective　peoples”　was　criticized　in　Japan　as　violating　the　sovereignty

of　the　emperor　and　became　a　political　issue．　Pedantic　and　futile　disputes

over　this　clause　then　ensued．　Premised　on　the　idea　that　concluding　a　treaty

on　the　basis　of　the　soverelgnty　of　the　people，　the　disputes　centered　on

whether　the　emperor　was　included　among　the　people　and　whether　“in　the
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